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 多くの会員が一堂に会しての開催‼　中林邦友会員が3期目の会長に

 令和５年度　大阪土地家屋調査士会　第85回定時総会　

 表彰を受けた人たち 

 ご来賓・ご招待者の皆さま

 新役員名簿

 祝辞　大阪法務局長　山地　修様 ほか

 会長・副会長　就任のごあいさつ

 大阪法務局　着任の御挨拶

 　新宮　高明　民事行政部長

 　嶋田　賢司　民事行政部首席登記官（不動産登記担当）

 令和５年度　支部総会報告

 支部長のひとこと（就任のごあいさつ）

 令和４年度　第２回会員研修会

 　『令和３年不動産登記法の改正（所有者不明土地等関係）、相続土地国庫帰属法について』

 地籍整備促進委員会　　国土交通大臣を訪問

 『測量の日』記念フェア2023　開催される

 専務理事　あいさつ

 共済規則の一部改正について

大阪公嘱協会だより　近畿ブロック公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会研修会を開催

政治連盟だより　第24回定時大会報告 など

大阪青年土地家屋調査士会だより

協同組合だより　第30回通常総代会開催

会員異動

常任理事会・理事会

業務日誌

公嘱協会の動き

行事予定

編集後記

おくやみ／訃報の対応／支部別会員数／名誉会員
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  多くの会員が一堂に会しての開催‼   中林邦友会員が3期目の会長に多くの会員が一堂に会しての開催‼   中林邦友会員が3期目の会長に

令和５年度令和５年度  大阪土地家屋調査士会 第８５回定時総会大阪土地家屋調査士会 第８５回定時総会

　大阪土地家屋調査士会第85回定時総会が、令和5
年５月27日（土）午後２時から大阪市中央区の「ホ
テル日航大阪」で開催されました。
　開催場所も変わり、初めての土曜日開催となりま
したが、当日は本会会員総数943名のうち194名が
出席、委任状提出者は421名でした。
　定刻に、和田淸人総務部副部長の司会で開会宣言
をされた後、会員および会員ご家族の物故者への黙
とうが行われ、相澤褜雄副会長の開会の辞で始まり
ました。初めに中林邦友会長があいさつをされ、そ
の後、議長に北支部の佐々木志展、泉州支部の逵光
隆両支部長が選出され、議事進行がなされました。
　令和４年度会務ならびに事業経過報告は、総括的
な報告を松島稔副会長がされ、各部の詳細な報告は
加藤充晴総務部長（北摂支部）、吉田栄江財務部長（北
河内支部）、　濵口泰隆業務研修部長（大阪城支部）、
中島幸広社会事業部長（中河内支部）が報告した後、
事前に提出されている質問事項および会場からの質
問について、それぞれ答弁されました。その後、拍

手多数で承認されました。
　続いて、議案審議の第１号議案として「令和４年
度決算報告に関する件」が上程され、吉田財務部長
から説明が行われた後に、井上直次監事（中央支部）
が、監査結果は①相当で②正しく示され③違反する
事実が認められなく④着実適切に実行されているこ
とを認めることを報告され、挙手多数で承認されま
した。
　第２号議案「役員等改選に関する件」について、
今年は会長立候補者が１名、副会長立候補者が１
名、監事立候補者が２名であった旨が報告され、中
林邦友会員（大阪城支部）が会長に再任されました。
その他副会長および監事候補の３名が無投票で選出
され、不足する役員候補については、選考委員会に
一任され、暫時休憩の後選考結果が発表され、挙手
多数で承認されました。
　第３号議案の「会則の一部改正の件」につきまし
ては、加藤総務部長から説明がありました。この議
案は、会則の規定により特別決議を要するため、議

令和5年5月27日(土)
ホテル日航大阪にて
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場閉鎖を行った上で審議され、過半数の賛成で可
決・承認されました。
　第４号議案「会則別紙（入会金及び会費に関する
規程）の一部改正の件」について、吉田財務部長か
ら説明が行われ、会場からの質問について、答弁が
行われました。前件に続き、この議案も特別決議を
要するため、議場閉鎖の上審議され賛成が過半数を
占め、可決・承認されました。これにより令和６年
４月から、ひと月当たりの会員会費が金15,000円
となりました。
　第５号議案「共済規則の一部改正の件」につきま
しては、挙手多数で承認されました。続いての第６
号議案「令和５年度事業計画案に関する件」、第７
号議案「令和５年度歳入・歳出予算案に関する件」
については、関連があると考えられるため一括で上
程されました。中林会長から令和５年度事業計画案
の重点施策として、

　①�　表示登記制度と土地家屋調査士制度の充実・
発展のための一助となる活動を行う

　②�　大阪会の組織・予算の在り方を検討し、効率
的な会務運営を行う

　③�　業務の拡大、新しいビジネスチャンスの探
索、適正な報酬により、会員の事務所経営の安
定を目指す

　④�　積極的な広報活動を行うとともに、品位の高
揚と資質の向上に努め、土地家屋調査士の社会
的地位を上げられるよう努める

　⑤�　次世代の制度の担い手となる若い会員やこれ
から土地家屋調査士を目指す人々のための基盤
作りを検討する

以上の説明があり、各部長から事業計画について説
明がなされ、挙手多数で承認されました。これで全
ての審議事項が終了し、満場の拍手で両議長は降壇
されました。

中林 邦友  会長

吉田 栄江  財務部長

相澤 褜雄  副会長山脇 優子  副会長

濵口 泰隆  業務研修部長

中原 亨  選挙管理委員長

松島 稔  副会長

中島 幸広  社会事業部長 加藤 充晴  総務部長

和田 淸人  総務部副部長 　佐々木 志展  会員　　 逵 光隆  会員
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　休憩後、表彰式に移り、大阪法務局長表彰・連合
会長表彰・連合会長感謝状・会長表彰・長寿祝金贈
呈（表彰者名簿は別掲）がなされ、会場からは惜し
みない拍手が送られました。続いて、来賓の方々の
祝辞・祝電が披露され、松島副会長の閉会の辞で、
今年度の総会は終了しました。
　その後、32階のグランビューバンケットルーム
「スカイテラス」に会場を移し、４年ぶりとなる懇
親会が行われました。各来賓の方々、議員の先生方、

議員秘書の方々も多数ご出席いただき、祝辞・乾杯
のあと、支部ごとに用意されたテーブルを囲んで会
食が始まり、次第に交流の輪が広がり、和気あいあ
いの雰囲気で盛況のうちに終了しました。
　感染状況が完全に収束したと言えないとはいえ、
おおよそコロナ禍前の規模での開催ができました。
アフターコロナの新しい時代へのスタートとなった
総会であったと思います。

（社会事業部副部長・奥田祐次）

一．開　　会　　　
　　一．物故者に黙とう
　　一．開会の辞
　　一．会長挨拶

二．議　　事
　　一．議長選出・挨拶
　　一．議事録署名者選出
　　一．報告事項
　　　　　令和４年度　会務ならびに事業経過報告
　　一．議案審議
　　　　　第１号議案　令和４年度　決算報告に関する件（各特別会計を含む）
　　　　　第２号議案　役員等改選に関する件
　　　　　第３号議案　会則の一部改正の件
　　　　　第４号議案　会則別紙（入会金及び会費に関する規程）の一部改正の件
　　　　　第５号議案　共済規則の一部改正の件
　　　　　第６号議案　令和５年度　事業計画案に関する件
　　　　　第７号議案　令和５年度　歳入・歳出予算案に関する件

三．式　　典
　　一．来賓紹介
　　一．表  彰  式
　　　　　　大阪法務局長表彰
　　　　　　連合会長表彰
　　　　　　連合会長感謝状
　　　　　　会長表彰
　　　　　　長寿祝金贈呈
　　一．来賓祝辞
　　一．祝電披露

四．閉　　会
　　一．閉会の辞

第 85 回定時総会　式次第
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大阪法務局長表彰
和田　淸人（　北　）� 谷内田良行（中　央）
柳原　　薫（中　央）� 安岐　正則（中河内）
羽倉　昌治（　堺　）� 森脇　英明（　堺　）
堀川　経希（泉　州）

連合会長表彰
【顕彰規程第５条表彰状】
延山　奎柄（中　央）� 山本　功二（中　央）
富澤　祐二（北河内）� 小林　教張（北　摂）
中川　耕一（　堺　）� 安部　眞三（泉　州）

【顕彰規程第 7 条第 1 項第２号感謝状】
夛賀　信正（泉　州）

会長表彰
平野　和昭（中　央）� 田邉　博和（中河内）
　河　大介（中河内）� 今村健太郎（北河内）
吉田　孝信（北　摂）� 安田　　弘（北　摂）
美馬　冬彦（　堺　）� 半野　雅章（泉　州）
塩田　征司（泉　州）

長寿祝金贈呈
〈傘　寿〉
細田　庄一（北河内）� 福冨　　悟（北　摂）
古崎　耕也（北　摂）� 﨑山　　勝（泉　州）

〈古　稀〉
浅井　　敬（中　央）� 山中　延和（大阪城）
衛藤　政宣（大阪城）� 小澤　貞之（大阪城）
岡本　廣行（中河内）� 中林　孝寛（中河内）
田村　英男（中河内）� 上田　隆義（北河内）
中島　宗德（北　摂）� 竹内　玄徳（北　摂）
山本　一博（　堺　）� 太田　勝久（　堺　）
中村　一哲（　堺　）� 掘　　忠幸（　堺　）
角野　憲一（泉　州）

表彰を受けた人たち
（敬称略）

会 長 表 彰
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大 阪 法 務 局 長 表 彰

連 合 会 長 表 彰

ホテル日航大阪 32 階
スカイテラスでの
懇  親  会

安岐 正則  会員

延山　奎柄  会員

加藤 幸男 元会長の音頭で「乾杯‼」

小林　教張  会員 山本　功二  会員

谷内田 良行  会員 和田　淸人  会員 森脇　英明  会員
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〈ご　来　賓〉
大阪法務局
　　局　　　長　　　　　　　　山地　　修様　○
　　民事行政部部長　　　　　　新宮　高明様　○
　　同部総務課長　　　　　　　芝　　正教様　○
　　同部不動産登記部門
　　首席登記官　　　　　　　　嶋田　賢司様　○
国土交通省国土地理院
　　近畿地方測量部長　　　　　田中　宏明様
大阪府議会副議長　　　　　　　垣見大志朗様　○
大阪市会議長　　　　　　　　　片山　一歩様
大阪弁護士会副会長　　　　　　森岡　利浩様　○
大阪司法書士会会長　　　　　　谷　　嘉浩様　○
日本公認会計士協会近畿会
　　経理部長　　　　　　　　　疋田　鏡子様
大阪府行政書士会副会長　　　　坂本　雅史様　
大阪府社会保険労務士会
　　副�会�長　　　　　　　　　中田　圭子様
日本弁理士会関西会
　　副�会�長　　　　　　　　　赤木　信行様

〈政　治　関　係〉
衆議院議員　　　　　　　　　　伊佐　進一様
同・浮島智子議員秘書　　　　　柏木　　淳様
同　　　　　　　　　　　　　　北側　一雄様
同・國重徹議員秘書　　　　　　福本　彰律様
同　　　　　　　　　　　　　　佐藤　茂樹様
同・谷川とむ議員秘書　　　　　家門　　保様
衆議院議員　　　　　　　　　　宗清　皇一様
同　　　　　　　　　　　　　　柳本　　顕様
同　　　　　　　　　　　　　　鰐淵　洋子様
参議院議員石川博崇議員秘書　　青木　正伸様
参議院議員　　　　　　　　　　太田　房江様
同　　　　　　　　　　　　　　杉　　久武様

公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部
　　副本部長　　　　　　　　　寺西　保雄様
公益社団法人大阪府不動産鑑定士協会
　　会　　長　　　　　　　　　善本かほり様
日本土地家屋調査士会連合会
　　会　　長　　　　　　　　　岡田潤一郎様　○
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
　　理�事�長　　　　　　　　　舩原　大弘様　○
大阪土地家屋調査士協同組合
　　理�事�長�　　　　　　　　　辰巳　好数様　○
大阪土地家屋調査士政治連盟
　　副��会��長�　　　　　　　　　玉置　広和様　○
公益社団法人民間総合調停センタ－
　　理��事��長　　　　　　　　　吉野　孝義様
境界問題相談センターおおさか運営委員会
　　委　員・弁護士　　　　　　西野　弘一様
境界問題相談センターおおさか運営委員会
　　委���員・弁護士　　　　　　大谷　俊彦様

顧問弁護士　　　　　　　　　　中村　好春様�

参議院議員松川るい議員秘書　　秋山　真美様
参議院議員　　　　　　　　　　山本かなえ様
大阪府議会議員　　　　　　　　内海　久子様
同　　　　　　　　　　　　　　占部　走馬様
同　　　　　　　　　　　　　　大竹　　泉様
同　　　　　　　　　　　　　　加治木一彦様
同　　　　　　　　　　　　　　川岡　栄一様
同　　　　　　　　　　　　　　中野　　剛様
同　　　　　　　　　　　　　　西野　修平様
同　　　　　　　　　　　　　　肥後洋一朗様
同　　　　　　　　　　　　　　堀川　裕子様
同　　　　　　　　　　　　　　八重樫善幸様

（順不同）
・〇印は総会式典・懇親会ともご出席

第85回定時総会ご来賓・ご招待者の皆さま
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大阪府議会議員　　　　　　　　由井　聖太様
同　　　　　　　　　　　　　　横道　淳子様
同　　　　　　　　　　　　　　吉田　忠則様
大阪市会議員　　　　　　　　　明石　直樹様
同　　　　　　　　　　　　　　佐々木哲夫様
同　　　　　　　　　　　　　　杉田　忠裕様
同　　　　　　　　　　　　　　司　　隆史様
同　　　　　　　　　　　　　　土岐　恭生様
同　　　　　　　　　　　　　　山口　悟朗様
同　　　　　　　　　　　　　　山田　正和様
同　　　　　　　　　　　　　　山本とも子様
前衆議院議員　　　　　　　　　大西　宏幸様
同　　　　　　　　　　　　　　岡下　昌平様
同　　　　　　　　　　　　　　左藤　　章様
同　　　　　　　　　　　　　　佐藤ゆかり様

前衆議院議員　　　　　　　とかしきなおみ様
同・長尾たかし前議員秘書　　　中塚　貴充様
前衆議院議員　　　　　　　　　中山　泰秀様
同　　　　　　　　　　　　　　原田　憲治様
前大阪府議会議員　　　　　　　林　　啓二様
元大阪府議会議員　　　　　　　鈴木　和夫様

〈ご　招　待〉
大毎広告株式会社
　　取締役　　　　　　　　　　仲井　和弘様
三井住友海上火災保険株式会社
　　関西企業営業第三部第二課
　　課　　長　　　　　　　　　高橋　　匠様
株式会社島本保険事務所
　　監　査　役　　　　　　　　山田　友信様
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新　役　員　名　簿 ��（敬称略・右端は支部名）

会　　長　　中林　邦友　大阪城
副 会 長（業務研修部担当）
� 松島　　稔　大阪城
副 会 長（社会事業部担当）
� 山脇　優子　中河内
副 会 長（総務部・財務部担当）
� 加藤　充晴　北　摂
�

【総 務 部】
常任理事（部　長）
� 井上　朝雄　大阪城
理　　事（副部長）
� 加藤　眞一　北　摂
理　　事　　中川　正雄　　北　
理　　事　　田中　久也　中　央
理　　事　　笠原　伸司　中河内
理　　事　　美馬　冬彦　　堺　
�

【財 務 部】
常任理事（部　長）
� 森脇　英明　　堺　
理　　事（副部長）
� 吉田　栄江　北河内
理　　事　　利川　良一　中　央
�

【業務研修部】
常任理事（部　長）
� 河﨑　　尊　大阪城
理　　事（副部長）
� 和田　淸人　　北　
理　　事（副部長）
� 藤野　　充　北　摂
理　　事　　上田　大人　中　央
理　　事　　笹部　信仁　中河内
理　　事　　中山　武彦　泉　州

【社会事業部】
常任理事（部　長）
� 田中　秀典　　堺　
理　　事（副部長）
� 奥田　祐次　中　央
理　　事（副部長）
� 玉置　直矢　大阪城
理　　事　　古屋　禎孝　中河内
理　　事　　長田　育紀　北河内
理　　事　　中谷　大知　北　摂
理　　事　　酒井　　健　泉　州
�

【監　　事】
� 井上　直次　中　央
� 佐野　紀夫　北　摂
� 加藤　幸男　北　摂
�

【名誉役員】
顧　　問　　横山　慶子　　北
相 談 役　　相澤　褜雄　北河内
参　　与　　濵口　泰隆　大阪城
参　　与　　中島　幸広　中河内
�

◇支　部　長　会　議◇
（支部長会議議長）
� 川口　良仁　　堺　
（支部長会議副議長）
� 岡田　真一　中　央

� 佐々木志展　　北　
� 覀口　和広　大阪城
� 安岐　正則　中河内
� 阪口　　太　北河内
� 梶谷　　信　北　摂
� 黒田　成宣　泉　州
�

◇綱　紀　委　員◇
委 員 長　　深井　邦仁　　堺
副委員長　　北川　貞司　北河内
副委員長　　橘　　泰弘　泉　州
委員長職務代理　
� 西田　修尋　大阪城
委　　員　　中島　公司　　北
委　　員　　森口　　稔　　北
委　　員　　永野　美重　中　央
委　　員　　森次　裕一　中　央
委　　員　　高橋　政博　大阪城
委　　員　　杉本　典之　中河内
委　　員　　藤井　俊博　北　摂
委　　員　　塩賀　崇史　北　摂
委　　員　　桧山　一志　　堺
�

◇注意勧告理事会理事◇
会　　長　　中林　邦友　大阪城
副 会 長　　松島　　稔　大阪城
副 会 長　　山脇　優子　中河内
副 会 長　　加藤　充晴　北　摂
常任理事　　井上　朝雄　大阪城
常任理事　　森脇　英明　　堺
常任理事　　河﨑　　尊　大阪城
常任理事　　田中　秀典　　堺　
理　　事　　加藤　眞一　北　摂
理　　事　　吉田　栄江　北河内
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　本日、ここに大阪土地家屋調査士会第85回定時
総会が開催されるに当たりまして、一言、お祝いの
言葉を申し上げます。
　まず始めに、大阪土地家屋調査士会並びに会員の
皆様には、平素から、当局所掌事務の適正・円滑な
運営に、格別の御理解と御協力をいただいていると
ころであり、この場をお借りして、改めて深く感謝
を申し上げます。
　また、表彰を受けられました皆様は、永きにわた
り業務に精励され、土地家屋調査士制度の充実・発
展に大いに貢献されるなど、その御功績は誠に顕著
であります。改めて敬意を表するとともに、心から
お祝いを申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症については、本
月８日以降、感染症法上の分類が５類に移行された
ところですが、当局においては我が国の社会経済活
動の基盤を担う民事法務行政の重要性を考慮し、引
き続き感染の予防、感染拡大防止に取り組みつつ、
円滑な業務運営を行っていくよう努力してまいりま
す。
　また、近年の法務局に対する多様な国民のニーズ
に応えるため、様々な新しい課題にも取り組んでい
く所存ですので、引き続き、御協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　本日は、せっかくの機会でありますので、最近の
法務局に関する若干の事項についてお話しいたしま
す。
　第１に、法務行政における新規政策についてです。
　所有者不明土地問題は、政府の重要課題と位置づ
けられ、法務局におきましても様々な取組を進めて

いるところです。その一環として実施している表題
部所有者不明土地解消作業については、土地家屋調
査士の皆様には所有者等探索委員として、これまで
培われてきた知識や経験を大いにいかしつつ御尽力
いただいていることに感謝を申し上げます。
　また、令和３年４月に創設された所有者不明土地
管理制度及び相続土地国庫帰属制度が本年４月に施
行され、相続登記の申請義務化が令和６年４月に施
行されます。これらの制度が国民に周知されること
に伴い、所有者不明土地問題の解消につながること
が期待されますので、より一層の御協力をお願いい
たします。
　第２に、登記所備付地図の整備についてです。
　当局では、茨木市において従来型の作業を実施す
るとともに堺市において大都市型の作業を実施して
いるところです。今後も、土地家屋調査士の皆様の
御支援をいただきながら着実に進めてまいります。
　第３に、筆界特定制度についてです。
　当局管内における申請件数は、制度発足から高水
準を維持しており、この制度が一定の評価をいただ
いていることを示すものと考えております。円滑な
筆界特定制度の運営のため、引き続き筆界調査委員
としての御協力をお願いいたします。
　第４に、オンライン申請の利用状況についてです。
　当局において、本年3月に不動産登記のオンライ
ン申請の利用率が約73%と過去最高となりました。
これは皆様方の積極的な御協力のたまものであり、
改めて感謝を申し上げます。オンライン申請がより
増加しますと登記完了の迅速化につながることか
ら、引き続きオンライン申請を最大限に御利用いた
だきますよう御協力をお願いいたします。
　ところで、土地家屋調査士法においては、令和元
年に第１条が改正され、土地家屋調査士の専門家と
しての使命が明らかにされました。
　皆様におかれましては、今後も、引き続き、法の
趣旨にのっとり、国民生活の安定と向上に益々寄与
されますよう、御期待申し上げます。
　終わりに、本総会の盛会を祝し、大阪土地家屋調
査士会のますますの御発展と皆様方の御健勝、御活
躍を祈念いたしまして、私の祝辞といたします。

大阪法務局長　山地　修 様
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　本日ここに、大阪土地家屋調査士会第85回定時
総会が開催されましたことに、まずもってお慶びと
お祝いを申し上げます。
　また、日頃から中林会長をはじめとして、役員の
皆さま、そして、会員の皆さまには、日本土地家屋
調査士会連合会の会務運営にご理解ご協力をいただ
いておりますこと誠に心強く感謝を申し上げます。
　そして、３年にわたる新型コロナウイルス感染症
の感染拡大という未曾有の災禍は、令和４年度にお
ける土地家屋調査士会の活動にも大きな影響を及ぼ
し、土地家屋調査士会におかれては大変厳しい状況
での会務運営の中、皆さまの英知と経験そして一致
団結し最大限の力を尽くされたことと拝察し、改め
て感謝を申し上げます。
　当連合会におきましても、活動が制限される状況
ではありましたが、令和４年度の事業方針大綱に基
づき策定された事業計画を皆さまのご理解とご協力
により、精いっぱい、意欲を持って取り組むことが
できました。この場をお借りいたしまして厚く御礼
申し上げます。
　さて、令和５年は、改正土地家屋調査士法の成立
から５年目を迎え、民法等の一部を改正する法律に
より共有の考え方に重要な変革が導入されるに至り
ました。また、相続等により取得した土地所有権の
国庫帰属に関する法律が本年４月27日に施行され
ました。さらに、相続登記の申請義務化施行まで１
年、登記名義人の死亡等の事実の公示制度および、
登記名義人の住所変更登記の申請の義務化施行予定
まで３年と迫っております。そして、土地基本法の
大改正から３年が経過し、国土の適正な利用と管理
の在り方に社会的意識の大きな転換であると感じて
おります。
　これらの国民生活に密接に関係する制度の変革と

いう潮流を私たち土地家屋調査士は、不動産の表示
に関する登記、そして土地の筆界を明らかにする業
務の専門家として、国民に正しく伝える責務を引き
続き担っていかなければなりません。
　また、専門資格者としての社会貢献は必要不可欠
です。地図づくりへの積極的な参画は土地家屋調査
士の日々の業務に最も近接した社会貢献であること
はご承知のとおりです。昨年度は、「経済財政運営
と改革の基本方針」いわゆる「骨太の方針」へ登記
所備付地図の整備と拡充の再度の記載や「筆界保全
標設置」の予算化の要望を精力的に行い実現しまし
た。今後も土地家屋調査士の日常業務を生かした施
策を積極的に提言・要望をしてまいりますので、会
員の皆さまには積極的に地図づくりに参画していた
だきますようお願いいたします。
　さらに、緊急車両の乗入れ困難な道路環境の整備
や火災時の延焼防止などの狭あい道路の解消のため
に、土地家屋調査士の専門的知見を生かした方策を
提言し、実現していくことに取り組んでいくことが
地域防災という国民生活の安心・安全に寄与するこ
ととなり、土地家屋調査士が社会から必要とされる
存在で在り続けるために社会の要請に応えることが
果たすべき使命であると考えます。
　隣接法律専門職たる専門資格者としての地位を揺
るぎないものとするためにも、今、土地家屋調査士
の会員の力を結集して組織力を強化し、会員一人一
人が社会環境を正確に分析し、土地家屋調査士とし
ての適格な業務遂行に加え、専門職としての付加価
値をも提供することが土地家屋調査士制度の明るい
発展と未来への道筋だと確信しております。
　土地家屋調査士制度が社会において必要不可欠で
在り続けるには、その期待や要請に適時適切に応え
ていかなければなりません。当連合会は、全国土地
家屋調査士政治連盟との連動をさらに深め、土地家
屋調査士制度の充実・発展に向けて全力で取り組
み、役員一丸となってまい進する覚悟でおります。
　ぜひとも大阪土地家屋調査士会および会員の皆さ
まの一層のご理解とご協力、さらにはご提言も賜り
たくお願い申し上げます。
　結びにあたり、本日ご列席の皆さまのご健勝と大
阪土地家屋調査士会のますますのご発展、そして私
たち土地家屋調査士と国民の皆さんがより近い存在
になれるよう、輝かしい総会となることを祈念し、
お祝いの言葉といたします。

日本土地家屋調査士会連合会
会長　岡田  潤一郎 様
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　大阪土地家屋調査士会第85回定時総会式典の開
催、誠におめでとうございます。
　大阪府議会を代表いたしまして、一言お祝い申し
上げます。
　皆様方におかれましては、日頃から不動産の表示
に関する登記制度の適正かつ円滑な運営に多大なご
貢献を賜り、厚くお礼申し上げます。
　近年、所有者不明の土地や空き家の増加が、大き
な社会問題となっております。
　これらの発生予防や、適切な管理にあたっては、
適正に登記されることが不可欠であり、このような
中、貴会の担われる役割はますます重要となってい
くものと存じます。皆様方におかれましては、引き
続きご尽力賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。
　私ども大阪府議会といたしましても、住民の皆様
が安全に暮らせる大阪の街づくりに全力で取り組ん
でまいります。
　さて、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテー
マとする2025年大阪・関西万博の開催まであと二
年を切りました。
　万博は、世界中から多くの人が集い、その英知に
より人類共通の課題解決をめざす「未来のショー
ケース」です。
　大阪、関西、そして日本全体の成長の起爆剤とし
て、その成果を未来につなげていけるよう取り組ん
でまいりますので、皆様には引き続きお力添えを賜
りますようお願い申し上げます。
　結びに、大阪土地家屋調査士会の益々のご発展
と、本日ご参会の皆様のご健勝・ご活躍をご祈念申
し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

　大阪土地家屋調査士会第85回定時総会の開催に
あたり、一言ごあいさつを申し上げます。
　皆様方には、市民の不動産に関する権利の保全や、
取引の安全確保にご貢献いただいておりますことは
もとより、「空家等対策の推進に関する特別措置法」
に基づき設置されました、大阪市空家等対策協議会
の委員として参画いただくなど、市政全般にわたり
多大なご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。
　また、不動産登記や境界問題についての無料
相談会の開催や、インターンシップ生の受け入れ、
大学での講義など幅広い領域でご活躍されており
ますことに、改めて敬意を表する次第であります。
　私ども大阪市会といたしましては、スピード感を
持って時代の変化に即した施策を推進し、市民生活
の満足度を向上させていくとともに、豊かな大阪の
実現に向けた取り組みを一歩ずつ進めてまいります。
　また、大阪・関西万博の開催まで２年を切りました。
万博は世界最大級の国際イベントであり、地球規模
の様々な課題に取り組むために、最先端技術などの
英知が集まる場であります。
　大きな経済効果が期待されることはもちろんのこ
と、これからの大阪の発展につながるものと存じま
す。
　皆様方におかれましては、今後ともより一層のお
力添えを賜りますようお願い申し上げます。
　結びになりますが、大阪土地家屋調査士会の今後
ますますのご発展と、皆様方のご健勝・ご多幸を心
よりお祈り申し上げまして、お祝いのことばといたし
ます。

大阪府議会副議長　垣見  大志朗 様 大阪市会議長　片山  一歩 様
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会長・副会長　就任のごあいさつ

　会長　
　中林　邦友

　第85回定時総会で、御信任いただき３期目の会
長を拝命いたしました中林邦友でございます。
　令和元年５月末に就任し、新しい執行部、各部、
各種委員会も立ち上がり連合会、近畿ブロック、他
士業と協議をしながら本格的に動き出した矢先に新
型コロナウイルスに見舞われ、世の中が一気に沈
滞、自粛、閉鎖的にならざるを得なくなり、集まっ
て会議をすることがかなわない状況となりました。
　理事会も部会も委員会も集まって顔を見ながら議
論、意見交換、情報共有するのが当たり前と思って
いたのが集まれない、集まってくださいと召集する
ことが非常識な状況となりました。
　Zoomなどのリモート会議の導入はかなり早くに
行われましたが、情報共有はできても意見交換、議
論をするには画面越しではできにくく、思うように
進みませんでした。
　幾波かの感染拡大を経てウイルスの毒性も弱ま
り、分類が２類から５類に変更されてかなりコロナ
禍前の状況に戻ってきたようです。
　大阪会の会務もこの３年半の間、事務的なルー
ティン化された業務以外はコロナを理由に停滞して
いました。今から思うとコロナを言い訳にサボって
いた部分もあったと反省しています。
　今期はコロナが５類となりインフルエンザと同じ
部類に落ち着いてからの事業年度ですので、最低限
の注意はしながらもコロナにおびえることなく、言
い訳にすることなく、会務を進めてまいります。
　本来、前々期にしたかった本会、政治連盟、公嘱

協会、協同組合の４組織の協議会、本会執行部と支
部長会議との意見交換、他の単位会との情報交換、
他士業との業務に関する連携の打ち合わせなどを早
急に積極的に行いたいと考えています。
　総会時にはさまざまな要望、ご意見をいただいた
中に会館に関することもありましたが、大阪会の会
館を今後どのような形にするかという問題は会員全
員に関わる、数十年に一度の大きな問題と捉えてい
ます。私の任期２年で結論は出ないかもしれません
が、会員が自分事として考えるための情報はできる
限り集め、会員に示し、議論をし、近い将来に向け
ての方向性は決めたいと考えています。
　また、私自身が「大阪会会員のため」「大阪会の
ため」にやりたいと考えていることでできていない
ことがたくさんあります。限られた時間の中ででき
ることは限られていますが、最後の２年間しっかり
と頑張る所存ですので、よろしくお願い申し上げま
す。

会員みんなで作り上げていく組織

　副会長
　松島　 稔

　先日の大阪土地家屋調査士会第85回定時総会
で、役員選考委員会から選考され副会長に再任され
ました、大阪城支部の松島稔です。
　私は、昨年から周囲の方には副会長を退任する意
向をお伝えしており、前回の役員改選期のように会
員の方から推薦をいただいて立候補することなく、
今年度はのんびり過ごすつもりでおりました。
　ところが、立候補届を出された副会長候補者が定
員に満たず、２名不足してしまいました。選考委員
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土地家屋調査士の未来のために

　副会長
　山脇　優子

　このたび副会長に就任いたしました、中河内支部
の山脇優子です。
　前期に引き続いて、副会長を務めさせていただく
こととなり、土地家屋調査士業界のさらなる発展の
ために役目を全うさせていただこうと決意を新たに
しております。会長の指揮の下、特に次のことに取
り組みたいと考えております。
　最初に私が取り組みたいのは、土地家屋調査士の
地位向上を図ることです。そのためには第１に土地
家屋調査士が筆界の専門家であることの広報に努め
ること、第２に司法の場でもっと土地家屋調査士が
活躍できるよう策を講じること、第３に土地家屋調
査士の知名度アップのために社会貢献活動を引き続
き行うことが必要となってくると考えます。
　私たち土地家屋調査士が筆界の専門家であること
は、残念ながらまだまだ一般に認知されているとは
言い難いものがあります。これには広報が欠かせま
せん。無駄遣いでは？といわれることもありがちな
広報ですが、実は土地家屋調査士制度を守るとても
重要な方策です。国民の役に立つと周知されている
国家資格はなくなることはありません。
　また、司法の場で、土地家屋調査士がもっと活躍
できるようになることも土地家屋調査士の地位向上
には重要なことだと思います。現在、何名かの土地
家屋調査士が、調停委員や専門委員として裁判所か
ら任命されて紛争解決に助力していますが、これか
らも、若い会員に引き継いでもらうことが大切だと
考えます。また、紛争当事者の依頼で調査測量し、
適切な助言や調査報告書を作成できる土地家屋調査
士がもっと増えれば、紛争解決の迅速化にも寄与で
きます。間接的には、広報にもなるのではないで
しょうか。
　社会貢献活動も、国民に資格者として認知され、
評価される条件であると思われます。現在、大阪会

会での選考とはいえ、近しい会員の方から説得され
就任を承諾したことは、退任する旨をお伝えし、
労っていただいた方に、申し訳なく思っています。
私自身は、自慢できる資質や能力にたけているわけ
でもありませんし、平均的な調査士の一人であると
思っています。会員各位と同じように手ごわい隣地
の相手方との折衝には苦労の連続ですし、所在が不
明な隣地所有者を捜すのに長い時間をかけ、心が萎
縮することも多々あります。登録して以降、調査士
の業務の形態や内容は変化してまいりましたが、土
地家屋調査士の制度によって、事務所を維持し、
家族や従業員の生活を支えて来られたことへの感謝
は、会員各位と共有していると思っています。私と
同じ時期に登録した同年代の会員で退会する方が増
え、寂しく感じています。以前と比較し、会員間の
年齢差は広がっており、会員おのおのの周りの業務
の環境なども異なっていると思いますが、大阪会は
会員みんなで作り上げていく組織であると考えてい
ます。
　コロナ禍の中で会員が対面し、意思疎通すること
が難しく、ここ数年の定時総会では会員各位のご意
見を充分に伺えていなかったかと存じます。今回の
総会で、来年4月からの会費の値上げが可決されま
した。証紙会計廃止を補うものとしても会費ひと月
15,000円となれば、全国の調査士会50会の上位に
入ります。それでも現在の大阪会の財務状況から充
分でないことは、総会で説明のあったとおりで、会
館の維持、会員減少傾向なども合わせ今後の課題と
なるでしょう。総会で委託された事業計画を執行す
るわれわれができること、また考えるデザインは、
能力面でも経験値でも当然限界があります。会員お
のおのが総会で持論を述べ、また苦言も呈していた
だくことが、大阪会をよりあるべき方向に向かわせ
るものと考えています。
　前期は、業務研修部を担当させていただきまし
た。業務研修部の理事は部長も含め全員退任され、
一人残ってしまいましたが、２年間彼らと部会等を
通じていろいろなことを話し合えたこと、懇親を深
めたことは、とても有意義であったと考えていま
す。これからも彼らが、多方面で活躍してくれるこ
とを信じ、期待しています。
　今期の２年間は、若くてやる気のある会員に早く
タスキを渡し、次につなげるための２年間にしよう
と考えています。新しい理事や委員会の委員との出
会いに期待し、楽しみながら頑張りたいと思ってい
ます。また２年間、よろしくお願い申し上げます。
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SDGsを目指した会務運営を

　副会長
　加藤　充晴

　このたび、第85回定時総会で選考委員会から指名
され、副会長を拝任いたしました、北摂支部の加藤
充晴と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

が取り組んでいる大学への寄付講座や小学校での講
座は、技術や知識を学んでもらうために本会や支部
が費用を負担して社会貢献しているわけですが、こ
れから社会を担っていく学生や子どもたちに土地家
屋調査士を知ってもらう広報活動でもありますの
で、今後も継続するべきだと考えます。それには、
講師や補助をしてくださる会員の皆さんの協力が欠
かせません。引き続きよろしくお願いいたします。
　前期、前々期に引き続き取り組まなければならな
いのは、非土地家屋調査士活動の排除です。この４
年間に、会として１件非土地家屋調査士事件の告発
をし、有罪という結果を得ました。さらに、告発さ
れた別の非土地家屋調査士事件への調査協力も行っ
ています。土地家屋調査士という資格制度を守るた
めにも引き続き毅然と対処することが必要と思われ
ます。
　対外的な対応とともに会内対応が必要となってく
るのが、会員減少やエネルギー高騰による経費増大
のために加速しつつある会の経済的逼迫です。�会
議費と役員・委員の負担軽減のための検討に着手し
なければなりません。また、会館問題も大きな課題
です。
　私が土地家屋調査士を生業として、30年が経と
うとしています。今まで受けてきた恩恵を、後輩の
会員の皆さんにできる限り多く、できればそれ以上
に引き継いでいきたいと考えています。
　いつか、土地家屋調査士という資格を誰もが知っ
ている、尊敬される資格となることを期待し、私に
できることは何でもしたいと思っています。今後と
も、よろしくお願いいたします。

　私は、平成16年９月に土地家屋調査士登録を
し、今年で登録19年目を迎えます。今期、総務・
財務担当副会長という重責を仰せつかりました。前
期、本会理事１期目で総務部長を拝任した後の副会
長指名であり、重責続きで少し気後れしているとこ
ろもありますが、ご指名を受けたからには精いっぱ
い務めさせていただきますので、会員の皆さまのご
協力をお願いいたします。
　さて、この１期２年で副会長として何を目指すか
ということについて、もちろん中林会長の掲げる重
点施策を一丸となって推し進めるのは当然でありま
すが、総務部長を２年務めて感じたことは、非常に
多くの課題を本会が抱えているということです。せ
んだっての本会総会で証紙会計の廃止に伴う会費の
値上げは承認されましたが、会員減少に伴う本会の
会費収入の減少や、役員の成り手の減少、社会情勢
の変化に伴う本会運営の対応やさまざまなコストの
増大による会計の圧迫、加速する有資格者の重責化
や非土地家屋調査士問題への対応、業際問題など幅
広い課題があり、それぞれの課題が一朝一夕で解決
できる内容ではありません。
　また、本会役員は本会の通常の管理業務や事業を
担いながらこれらの問題解決に取り組む必要があ
り、日常の事務所経営・業務を行いながらの会務運
営には限界があります。だからこそ、会務運営の効
率化の必要性があるのですが、根本的解決を図るに
は多くの課題に取り組まなければならない現状と
なっております。
　とはいえ、何事もなさねばならない道理でありま
すので、私が担当する総務・財務を中心に各部の部
長・部員と共に、コツコツと問題解決に取り組みた
いと考えております。過去の踏襲にとらわれず積極
的な改善を目指し、コスト削減をしつつ必要なとこ
ろには積極的に予算を投入し、ＳＤＧｓを目指した
会務運営を心掛けたいと思います。
　土地家屋調査士制度は先輩方の尽力により発展し
てきました。私自身、先輩方にお世話になり、ご指
導をいただいたおかげで今の私があります。また、
われわれの業務はサービス業であり、国民や企業か
ら報酬をいただいて生活の糧としております。今ま
でお世話になった先輩方や土地家屋調査士制度への
恩返しと、国民や企業に対してより良いサービスの
提供ができる環境作りを目指して、１期２年務めさ
せていただく所存でありますので、改めて会員の皆
さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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大阪法務局　着任の御挨拶

大阪法務局
　　民事行政部長

　新宮  高明

　本年４月１日付けの人事異動により、大阪法務局
民事行政部長を拝命しました新宮です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　大阪土地家屋調査士会及び会員の皆様には、平素
から、表示に関する登記を始め、当局の所掌業務の
円滑な運営につきまして、格別の御理解と御協力を
賜り厚く御礼申し上げます。
　私は、尼崎市で生まれ、堺市で育ち、大阪法務局
堺支局に採用された後、これまで大阪法務局のほ
か、東京、奈良、神戸、横浜、鹿児島、京都の各法
務局・地方法務局で勤務をさせていただきました。
本年度は、ホームグラウンドともいえる大阪で、円
滑な業務運営に努めてまいりたいと考えています。
　さて、登記所備付地図作成作業につきましては、
土地家屋調査士の皆様方の御支援を頂き、現在、従
来型を茨木市において、大都市型を堺市において実
施しているところです。同作業につきましては、今
後も、当局の重要施策として着実に進めてまいりた
いと考えておりますので、御協力を賜りますようお
願いいたします。
　また、筆界特定制度の運用や表題部所有者不明土
地解消作業の実施につきましても、土地家屋調査士
の皆様の御尽力を頂いていることに対しまして、深
く感謝申し上げます。
　加えて、オンライン申請につきましても、皆様方
の積極的な御協力のお陰をもちまして、利用率は堅

調に伸びているところであり、改めて深く感謝を申
し上げます。オンライン申請は、これからの柔軟な
働き方にも資するものである上に、法務局の業務処
理の効率化が図られ、登記事件処理の迅速化にもつ
ながりますので、引き続き、御協力をお願いいたし
ます。
　ところで、所有者不明土地問題の解消に向けた施
策として、本年４月27日から相続土地国庫帰属制
度が開始され、いよいよ令和６年４月１日からの相
続登記の申請義務化まで１年を切るという時期に
なっています。これらの制度は、国民に与える影響
が大きく、早期の周知が必要であることから、大阪
法務局では、局を挙げて周知・広報活動に取り組ん
でおりますので、会員の皆様におかれましても、御
理解と御協力を頂ければ幸いです。
　お願いばかりになってしまい恐縮ですが、大阪法
務局といたしましても、貴会と更なる連携を深め、
社会から求められる役割をしっかりと果たしていき
たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
　終わりに、大阪土地家屋調査士会のますますの御
発展と会員の皆様方の御健勝、御活躍を祈念いたし
まして、着任の御挨拶とさせていただきます。
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大阪法務局民事行政部
首席登記官

（不動産登記担当）
　嶋田  賢司

　本年４月１日付けの人事異動により首席登記官を
拝命いたしました嶋田と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。
　大阪土地家屋調査士会員の皆様方には、平素か
ら、表示に関する登記を始め、当局の所掌事務の適
正・円滑な運営のために、格別の御理解と御協力を
頂いておりますことに対し、本誌面をお借りして改
めて感謝申し上げます。
　せっかくの機会ですので、若干の自己紹介をさせ
ていただきます。
　私は、大阪法務局に採用され、以後、主に大阪局
での勤務となりますが、他局では京都局、大津局、
高知局及び前任地の前橋局で勤務いたしました。
　表示に関する登記については、専掌業務として携
わった経験がほとんどありませんが、大津局及び前橋
局においては、首席登記官としての目線から、表示に
関する登記と法務局が推進する重要施策を俯瞰して
捉えながら、多様な経験を積むことができました。
　このように、現在、法務局においては様々な重要
施策を推進しているところですので、この現状等に
ついて御報告させていただきます。
　はじめに所有者不明土地問題への対応についてで
す。
　所有者不明土地問題は、政府の重要課題と位置づ
けられ、法務局におきましても様々な取組を進めて
いるところです。その中でも、表題部所有者不明土地

解消作業については、会員の皆様方が所有者等探索
委員として、これまで培われてきた知識や経験を大
いに活かしつつ、御尽力いただいているところです。
　また、令和３年４月に成立した「民法等の一部を
改正する法律」及び「相続等により取得した土地所
有権の国庫への帰属に関する法律」等に基づき、相
続登記の申請義務化、所有者不明土地管理制度、相
続土地国庫帰属制度等が創設されました。相続土地
国庫帰属制度につきましては、本年４月27日から
運用が開始されているところですが、本制度につき
ましては、承認申請に当たり、現地の位置、形状、
境界の特定を行う必要性があることから、土地家屋
調査士の皆様方が関与されることも期待されており
ます。
　次に登記所備付地図の整備についてです。地図の
整備は、連年「経済財政運営と改革の基本方針」に
明記されるなど、引き続き政府の重要施策の一つに
掲げられています。
　大阪法務局では、茨木市において従来型の作業を
実施するとともに、堺市において大都市型の作業を
実施しているところです。今後も、会員の皆様方の
御支援をいただきながら着実に作業を進めてまいり
たいと考えております。
　最後に筆界特定制度についてです。大阪法務局管
内における申請件数は、制度発足から高水準を維持
しており、この制度が一定の評価をいただいている
ことを示すものと考えております。土地家屋調査士
の皆様方が筆界調査委員又は代理人として、適正か
つ円滑な運用を支えていただいていることにつきま
して、改めて感謝申し上げます。
　結びに、貴会のますますの御発展と会員の皆様方
の御健勝を祈念いたしまして、私の着任の御挨拶と
させていただきます。
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帰属意識向上を目標に‼

　令和５年度北支部定時総会は、５月12日（金）
午後４時から大阪市北区の「ホテルモントレ大阪」
で開催されました。前年まで総会会場として使用し
ていた大阪マルビル第一ホテルがビル解体のため営
業を終了したことから、初めての会場での開催とな
りました。来賓として大阪土地家屋調査士会から濵
口泰隆業務研修部長、大阪土地家屋調査士政治連盟
から玉置広和副会長、大阪土地家屋調査士協同組合
から甲斐健児副理事長を迎えました。
　前年に引き続き Zoom参加も可能とするハイブ
リッド方式で行いました。出席会員は委任状提出者
64名を含んで93名となりました。
　髙橋正和総務部幹事の司会のもと、中川正幸副支
部長による開会の辞、物故者に黙とう、佐々木志展
支部長の挨拶、支部長表彰と続き、橋本宗三会員が
議長に選出されて議事に入りました。
　まず、支部長と各部担当副支部長が令和４年度支
部事業報告を行い、拍手多数で承認されました。続
く第１号議案令和４年度決算ならびに監査報告も、
挙手多数で承認されました。
　第２号議案令和５年度事業計画案、第３号議案令
和５年度予算案については、いずれも原案どおり挙
手多数で可決承認されました。

令和5年度 支部総会報告令和5年度 支部総会報告令和5年度 支部総会報告

社会事業担当副支部長
　塚田　徹

北 支 部
　第４号議案で、「役員任期満了につき改選の件」
の審議がなされ、役員選考委員会の選考により、新
しい役員が選任されました。
��以上で議事が終了し、来賓の祝辞、当職の閉会の
辞で総会は終了しました。
　この後、同ホテル内で懇親会が催され、会員間の
親睦を深めました。総会後の懇親会は実に４年ぶり
の開催となりました。
　今年はマスクなしでの総会、久しぶりの懇親会開
催と年々コロナの影響は少なくなってきているよう
に思いますが、まだまだ支部事業への参加者は少な
いように思います。支部会員の帰属意識向上を目標
に「行きたい！」と思っていただける事業執行を目
指して頑張っていきたいと思います。

◇北支部新役員
支 部 長　　佐々木志展
副支部長　　中川　正幸（総務担当）
副支部長　　内山　善雄（財務担当）
副支部長　　髙山　英樹（業務担当）
副支部長　　松川　浩一（研修担当）
副支部長　　塚田　　徹（社会事業担当）
副支部長　　金城　一史（厚生担当）
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生演奏を聴きながらの懇親会

　令和５年度の中央支部総会は４月27日（金）午
後５時から大阪市阿倍野区の「都シティ大阪天王
寺」で開催しました。
　司会は吉松孝和会員に務めていただき、物故者へ
の黙とうの後、冨岡隆財務担当副支部長の開会の辞
の後、延山奎柄支部長があいさつを行いました。
　来賓として、大阪法務局民事行政部不動産登記部
門次席登記官　岩田研様、大阪法務局民事行政部不
動産登記部門統括表示登記専門官　井出英樹様、大
阪司法書士会南支部支部長　呉羽芳文様、大阪司法
書士会阪南支部支部長　小山智輝様、大阪司法書士
会天王寺支部支部長　中井孝文様、大阪土地家屋調
査士会会長　中林邦友様、大阪土地家屋調査士協同
組合情報事業部長　谷山泰吉様、大阪土地家屋調査
士政治連盟会長　加藤幸男様、公益社団法人大阪公
共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長　舩原大弘様
の臨席を賜り、　井出統括表示登記専門官、中林会
長、呉羽南支部支部長、加藤政治連盟会長からそれ
ぞれご祝辞をいただきました。
　議長には、田中久也会員、議事録作成者に森次裕
一会員、議事録署名者に中村太会員、荒木進会員が
それぞれ指名され、議事に入りました。
　令和４年度の会務ならびに事業報告がなされ、第
１号議案の令和４年度収支決算報告ならびに同監査
報告、第２号議案の令和５年度事業計画（案）、第

前社会事業担当副支部長
阿部孝信

中央支部
３号議案の令和５年度予算（案）、第４号議案の支
部規則・規定の一部改正の件に関する件、第５号議
案の役員選任の件が、それぞれ承認可決され、新役
員を代表して岡田真一新支部長があいさつを行いま
した。
　全議案の審議終了後、平野和昭会員の閉会の辞で
総会は終了しました。
　総会終了後は、別席を設けて懇親会を開催しまし
た。懇親会では、窪田将人副支部長の司会のもと、
大阪司法書士会　小山阪南支部支部長、中井天王寺
支部支部長、谷山情報事業部長、舩原理事長からご
祝辞をいただき、岸田眞美会員の乾杯の発声で始ま
りました。参加者は生演奏を聴きながら楽しいひと
ときを過ごし、親睦を深めた意義のある懇親会とな
りました。岡田新支部長から中央支部発足から２期
４年務めた延山奎柄会員に花束が贈呈され、延山会
員の閉会の辞で終わりました。

◇中央支部新役員
支 部 長　　岡田　真一
副支部長　　松本　博樹（総務担当）
副支部長　　中西　基文（財務担当）
副支部長　　窪田　将人（業務研修担当）
副支部長　　岡本　吉雄（社会事業担当）
副支部長　　阿部　孝信（厚生担当）
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新役員への当選証書授与

　令和５年５月17日（水）令和５年度大阪城支部
定時総会が大阪市中央区の「ミライザ大阪城」で開
催されました。
　定刻の午後４時、岡田真太朗会員が司会を務め、
次第に従い、物故者に対しての黙とう、石塚洋副支
部長の開会の辞、西田修尋支部長のあいさつ、慶弔
金贈呈と続き、議長には、衛藤政宣・松本悟両会員
が選出され、議長あいさつ、議事録作成者、署名者
の選出、令和４年度会務、事業経過報告および監査
報告がなされ、承認を得た後、議事に入りました。
　ここで当日の出席会員数の確認が行われ、支部会
員131名に対し、出席会員数36名、委任状提出者
50名、合計86名で支部規則の定足数を満たし総会
が有効に成立することが確認されました。
　第１号議案令和４年度収支決算承認の件および第
２号議案令和４年度支部財政調整資金特別会計決算
承認の件は一括審議となり、挙手多数で承認されま
した。
　続いて、第３号議案令和５年度事業計画案審議の
件および第４号議案令和５年度収支予算案審議の件
についても一括審議となり、同じく挙手多数で可決
承認されました。
　ここで休憩時間となりましたが、その時間を使
い、大阪城を背景に出席者全員での記念撮影を行い
ました。
　休憩の後、第５号議案支部規則一部変更の件が審
議され、挙手多数で可決承認されました。最後に第
６号議案支部役員改選の件について、津本浩昭選挙
管理委員長から立候補者の当選の報告があり、挙手
多数で承認されました。
　以上のとおり、審議事項については滞りなく審議
が終了しました。
　続いて、協同組合からの報告、新入、転入会員の
紹介、本会および各団体からの報告がありました。
　休憩を挟み、ご来賓の皆さまにご臨席いただき、
祝文のご紹介と、ご来賓の皆さまからご祝辞を頂戴
しました。
　続いて、新役員への当選証書の授与が行われ、請
田隆広副支部長の閉会の辞で閉会となりました。

社会事業担当副支部長
柳澤尚史

大阪城支部
　総会閉会後は、隣接会場で吉川聡副支部長の進行
のもと、覀口和広新支部長のあいさつ、懇親会から
ご出席の大阪法務局民事行政部不動産登記部門の
方々のご紹介の後、嶋田賢司首席登記官から祝辞を
頂戴し、西田寛会員の乾杯のご発声で懇親会が開催
されました。
　景品抽選会では法務局の方々に大変盛り上げてい
ただき、ご来賓の皆さまと支部会員の皆さまが親睦
を深め、楽しいひとときを過ごしました。

（ご来賓の皆さま）
大阪法務局
民事行政部不動産登記部門　首席登記官　嶋田賢司様
同　　　　　　　統括表示登記専門官　井出英樹様
同　　　　　　　　　　　統括登記官　西出剛史様
大阪土地家屋調査士会　　　　会　長　中林邦友様
大阪司法書士会東支部　　　　支部長　吉野一正様
大阪土地家屋調査士政治連盟　副会長　玉置広和様
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
　　　　　　　　　　　　　　理事長　舩原大弘様
大阪土地家屋調査士協同組合販売事業部
　　　　　　　　　　　　　　部　長　藤田重信様

◇大阪城支部新役員
支 部 長　　覀口　和広
副支部長　　吉川　　聰（総務担当）
副支部長　　谷口　　靖（財務担当）
副支部長　　石塚　　洋（業務研修担当）
副支部長　　柳澤�　尚史（社会事業担当）
副支部長　　野邊　直紀（厚生担当）



24 第350号令和５年７月

コロナ前に戻り、厳粛にて承認可決

　令和５年度中河内支部定時総会は５月12日（金）、
定刻の午後４時30分から大阪市天王寺区の「シェ
ラトン都ホテル大阪」で会員98名、出席者57名（委
任状提出者27名）の出席を得て開催された。
　総務部、小西修平幹事司会のもと物故者に対して
黙とうを行い、森山泰久社会事業担当副支部長から
開会の辞のあいさつがなされた。
　来賓として大阪法務局東大阪支局支局長　佐々木
賢様、統括登記官　椿井公二様、大阪司法書士会河
内支部支部長　髙安宣隆様、大阪土地家屋調査士会
副会長　山脇優子様、大阪土地家屋調査士協同組合
総務部次長　下農淳也様、大阪土地家屋調査士政治
連盟副会長　向井彰一様、公益社団法人大阪公共嘱
託登記土地家屋調査士協会常任理事　山田和雄様の
紹介がなされた。
　米山太一郎支部長のあいさつの後、来賓を代表し
て佐々木東大阪支局長から祝辞を頂いた。
　次に、岡本禎治会員、松島秀訓会員が議長に選出
された。
　議長から議事録記録者に髙山恒夫会員、柄川元会
員、議事録署名者に竹田年男会員、梅田正人会員が
指名受諾された後、両議長のもと議事に入り、報告
事項として各部から令和４年度事業報告がなされ
た。
　続いて、議案審議に移り、第１号議案（令和４年
度収支・決算報告に関する件　同監査報告）、第２
号議案（令和５年度支部会費に関する件）、第３号
議案（令和５年度事業計画案に関する件）、第４号
議案（令和５年度事業予算案に関する件）と議事が
進められ、執行部から詳細な議案説明がなされ、ま

社会事業担当副支部長
田邉博和

中河内支部
た議長の明確な議事進行も相まって、各議案とも挙
手多数で賛成、承認可決された。
　続いて、支部役員任期満了に伴い、第５号議案（支
部役員改選に関する件）が上程された。
　太田保樹選挙管理委員長から次期支部役員立候補
者にかかる報告がなされた。立候補者がなかったこ
とから、選考委員会を立ち上げ、同委員会から次期
支部役員候補者の選考経過の結果を受けた旨、支部
長から報告し挙手多数で承認可決され、下記のとお
り選任された。
　続いて、第６号議案（支部規則改正に関する件）
が上程され、挙手多数で承認可決された。
　最後に出向役員の報告を受け、議案審議は全て終
了し、新任となる安岐正則支部長をはじめ新役員の
紹介、幹事委嘱へと続き、慶祝記念品贈呈がなされ
たのち大阪司法書士会　髙安支部長様、大阪土地家
屋調査士会　山脇副会長から祝辞を頂き、古屋禎孝
厚生部副支部長の閉会の辞で無事に総会が終了し
た。
　その後、会場を移し懇親会が催され、来賓各位を
はじめ出席者が親睦を深め、古屋前厚生担当副支部
長の名司会のもとビンゴゲ－ムで盛り上がり、和や
かなうちに閉会となった。

◇中河内支部新役員
支 部 長　　安岐　正則
副支部長　　下農　淳也　（総務担当）
副支部長　　菅河　大介　（財務担当）
副支部長　　三谷　善樹　（業務研修担当）
副支部長　　田邉　博和　(社会事業担当）
副支部長　　髙山　恒夫　（厚生担当）
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北河内のキャラクター「とちねこ」が登場

　第72回北河内支部定時総会は、４月28日（金）
午後４時から「ホテル・アゴーラ大阪守口」で開催
しました。
　来賓として寝屋川市長　広瀬慶輔様、交野市長　
山本景様、大阪司法書士会北大阪支部支部長　川島
吉博様、一般社団法人大阪府建築士事務所協会第３
支部支部長　上田寛様、大阪土地家屋調査士会副会
長　相澤褜雄様、大阪土地家屋調査士政治連盟副会
長　松尾賢様、大阪土地家屋調査士協同組合経理部
部長　菅雄二様のご臨席を賜りました。
　緊張した空気の中、議場から議長が選任され、執
行部の事業報告、決算報告に続き、事業計画、事業
予算案が提案されました。支部役員改選では支部役
員推薦委員会から推薦された阪口太会員が支部長に
再選され、他の役員も承認されました。皆、拝命し
た任の重さを感じていたのでしょう。いつもよりい
ささか緊張した面持ちでありました。
　特に質問、意見などもなくスムーズに議事は進行
し、全ての議案は無事可決となり、第７２回通常総
会は全ての予定が滞りなく行われ、支部規則にのっ
とり閉会しました。

社会事業担当副支部長
大津拓馬

北河内支部
　その後の懇親会では、大阪司法書士会北大阪支部
副支部長　秋元真琴様も駆け付けてくださり、にぎ
やかな会食となって有意義な意見交換ができまし
た。
　宴の途中ではおなじみ北河内のキャラクター「と
ちねこ」が登場し、会場を沸かせました。「とちねこ」
は毎年登場しており、各テーブルを回りながら出席
者と一緒に記念撮影をしていました。
　ホテルの料理とお酒を楽しみながら懇親会は盛大
に行われ、久しぶりの宴会を楽しみながら会員同士
もますます交流が深まったことでしょう。

◇北河内支部新役員
支 部 長　　阪口　　太
副支部長　　武下　　淳（総務担当）
副支部長　　山下　　博（財務担当）
副支部長　　辰巳　誠二（業務研修担当）
副支部長　　大津　拓馬（社会事業担当）
副支部長　　平尾　　正（厚生担当）
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懇親会で久々の近況報告と情報交換を

　令和５年５月12日（金）午後３時から豊中市の
ホテルアイボリーで、令和５年度大阪土地家屋調査
士会北摂支部の定時総会が開催されました。
（会員総数141名のうち出席者63名、委任状提出者
53名）
　総会の司会進行は西嶌健志郎会員が務め、安田弘
公共事業担当副支部長の開会の辞の後、黒田聡支部
長のあいさつがありました。今回は来賓として
大阪土地家屋調査士会　加藤充晴総務部長
公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
流王英樹副理事長
大阪土地家屋調査士政治連盟　松本充司幹事長
大阪土地家屋調査士協同組合　辰巳好数理事長
大阪司法書士会豊能支部　内藤健志支部長
大阪司法書士会北摂支部　中小路明子支部長
にご臨席を賜り、皆さま方からご祝辞を頂きまし
た。
　続けて祝電の披露を行い、議事へと進行しました。
議事進行にあたり、議長は司会者一任の声が上が
り、塩賀崇史会員が選出されました。
　議事の内容は以下のとおりです。
第１号議案『役員選任に関する件』
第２号議案�『令和４年度　収支決算報告ならびに監

　査報告承認に関する件』
第３号議案『令和５年度　事業計画』
第４号議案��『令和5年度�予算（案）承認に関する件』

以上の議案は賛成多数で承認・可決されました。

　第３号議案から新執行部となるため、役員が交代
した上で議事が進められました。
　途中で法務局の皆さまが到着され、ご挨拶いただ
きました。
　その後、古稀の会員へ記念品の贈呈を行い、業務
研修部副支部長の濵田真輝会員の閉会の辞で支部総
会は閉会となりました。
　また今年は懇親会も開催することができ、多くの
会員に参加いただけました。
　新支部長となる梶谷信支部長のあいさつ、佐野紀
夫会員の乾杯の音頭から始まり、円卓を囲んでここ

広報担当副支部長
　辻　大介

北摂支部
数年のお互いの近況報告や情報交換などさまざまな
話題で盛り上がりました。最後は４年間支部長を務
めていただいた黒田会員のあいさつで締めとなり、
リラックスした雰囲気の中、にぎやかで楽しい食事
会になりました。
　旧三島支部と旧豊能支部が合併して北摂支部とな
り５年目になりますが、合併してすぐに新型コロナ
ウイルスが広がったため、なかなか親睦事業が開催
できませんでした。実際、今回の懇親会で初めてお
話できた先生もいらっしゃいました。総会では今後
の親睦事業に力を入れるため、令和5年度の予算で
厚生事業に予算を多く配分し、それを承認いただく
ことができました。
　他の先生方の成功事例や経験談を聞くことで自身
のスキルアップにつながり、支部内の親睦を深める
ことで支部全体のレベルアップになるのではないか
と思います。

◇北摂支部新役員
支 部 長　　梶谷　　信
副支部長　　橋本　徹也（総務担当）
副支部長　　石長川勝博（財務担当）
副支部長　　濵田　真輝（業務研修担当）
副支部長　　辻　　大介（広報担当）
副支部長　　北川　政次（公共事業担当）
副支部長　　寺下　実（厚生担当）
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一丸となって支部運営を

　令和５年４月28日（金）午後4時30分から堺市
堺区のホテルアゴーラリージェンシー堺で、令和５
年度堺支部総会が開催されました。昨年は会場と
YouTube生配信とのハイブリッド方式で開催され
ました定時総会ですが、新型コロナウイルス感染予
防対策の対応も少しずつ緩和され、ようやく以前の
ように大規模会場で開催することができ、コロナ禍
前の生活に戻りそうな兆しが見えてまいりました。
　総会はまず議長の指名が司会者からあり、深井邦
仁会員が議長に選出されました。
　その後、執行部から、会場出席者数、委任状の数、
支部会員数の報告がなされ、議事が進行し、議事録
署名者選出、令和４年度会務ならびに事業経過報告
が執行部からあり、審議事項である第１号議案から
第４号議案までの審議も承認されました。
　深井議長のスムーズな進行により、令和５年度の
堺支部総会も無事終了することができました。
　また、昨年まではできなかった支部総会後の懇親
会も同ホテル内で開催することができ、会員間の親
睦を深める良い機会となりました。
　役員改選もあり、新しい年度がスタートし、今年
度はいろいろな支部事業に取り組むことができれば
良いなという希望と、支部役員が今すべき役割を考

前広報担当副支部長
白井 康之

堺 支 部
慮し、支部運営を一丸となって進めていければと思
います。

総会決議結果
第１号議案　�「令和４年度収支決算報告、同監査報

告」承認可決
第２号議案　「令和５年度事業計画に関する件」
　　　　　　承認可決
第３号議案　「令和５年度収支予算の関する件」
　　　　　　承認可決
第４号議案　「支部役員任期満了に伴う役員改選の
　　　　　　件」承認可決

◇堺支部新役員
支 部 長　　川口　良仁
副支部長　　白井　康之（総務担当）
副支部長　　漆原　一登（財務担当）
副支部長　　坂中　昭久（業務研修担当）
副支部長　　杉田　育香（広報担当）
副支部長　　橘　　育史（公共事業担当）
副支部長　　山﨑　昭典（厚生担当）
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新執行部が誕生　

　令和５年度泉州支部定時総会は４月28日（金）
午後３時30分から泉大津市のホテルレイクアルス
ターアルザ泉大津で開催されました。総会の進行は
黒田成宣総務担当副支部長が務め、中山武彦業務担
当副支部長のあいさつで開会し、４年ぶりに来賓を
お招きし、通常どおりの総会を開催することができ
ました。
　来賓として大阪法務局岸和田支局�徳村嘉昭支局
長、山本俊明統括登記官、大阪土地家屋調査士会�
松島稔副会長、大阪司法書士会岸和田支部��飯坂仁
司支部長、蓮池陽佑副支部長、一般社団法人大阪府
建築士事務所協会第四支部��藤江雅文様、公益社団
法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会�西谷俊
治副理事長、大阪土地家屋調査士協同組合��藤田嘉
宣様、大阪土地家屋調査士政治連盟�向井彰一副会
長の方々をお迎えしました。
　逵光隆支部長のあいさつのあと、来賓を代表し大
阪法務局岸和田支局��德村支局長からご祝辞を頂戴
し、本会出向者（理事：塩田征司、理事：石川貴之）
から昨年度の活動報告、各委員会出向者の報告がな
されました。その後公嘱協会・協同組合・政治連盟
から経過報告をいただきました。
　議事進行にあたり、議長に笹本一雄会員が選出さ
れ、暫時休憩後、議長から定足数の確認がなされ、
会員総数75名中、出席者39名、委任状提出者19名、
議案賛否者30名（はがき返送者合計45名）支部規
則により議決権を有することを確認しました。
　議事録署名者には岡田重喜会員・辻林一郎会員が
選出されました。
　「令和４年度会務ならびに事業経過報告」が各部
副支部長からあり、出席会員に了承され、議案審議
に移りました。
　第１号議案では谷英史財務担当副支部長から決算
報告があり、加山恵一監事から正確かつ適正である
ことが報告されました。第２号、第３号議案は一括
審議となり、令和５年度事業計画案、予算案は全会

前広報担当副支部長
　堀川経希

泉州支部
一致で承認可決しました。第４号議案の支部規則改
正、第5号議案の役員等改選に関しても、承認可決
され、新執行部が誕生しました。
　以上で審議は無事終了しました。そして、半野雅
章業務担当副支部長の閉会の辞で支部総会は閉会と
なりました。
　引き続き、同ホテル別室で懇親会を開催、酒井健
厚生担当副支部長の司会進行により、和やかに親睦
を深めました。また、新執行部のお披露目も行われ、
盛会のうちに、懇親会は終了しました。

◇泉州支部新役員
支 部 長　　黒田　成宣
副支部長　　堀川　経希�（総務担当）
副支部長　　谷　　英史（財務担当）
副支部長　　石川　貴之（業務・研修担当）
副支部長　　塩田　征司（広報・公共事業担当）
副支部長　　渡口　　優（厚生担当）
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支部長のひとこと

一度拡散したエネルギーの集結を‼一度拡散したエネルギーの集結を‼

仲間に感謝！仲間に感謝！

北支部長　佐々木　志展

中央支部長　岡田　真一

　アクリル板の先のうすぼんやりした空間にあいさつ
をした、それぐらいの印象しかない。とにかく静かな
総会。２年前の、令和３年はそんな人けのない総会で
あった。そのせいか記憶をたどろうとしても、果たし
て支部長に就任したのかさえいぶかしくあった。
　あれから２年、希薄な支部総会と打って変わって、
本年、令和５年は、来賓もお迎えし、懇親会も賑々し
く和気あいあいとした雰囲気の中、いよいよ支部長と
して２期目の始まりを思う。さて、どうあるべきか。
　特に何かは思い浮かばない。ただ先の２年間に感
じたこと、「支部会員の入転出」が多い。「まず生活
をしていかなければならない」といつも思う。糊口を
しのぐ、フレッシュマンもベテランも関係なく、仕事、
生活、事務所運営、リスクの回避にと考えなければな
らないことは多い。お互い頑張っていこう！大丈夫！

　令和５年度から延山奎柄前支部長の後任として、
中央支部の支部長を務めることになりました岡田真
一と申します。
　平素は中央支部の会員ならびに私個人もお世話に
なり、ありがとうございます。この場をお借りして御
礼申し上げます。
　さて、皆さまもご存じのとおり、令和元年に南支部・
阪南支部・天王寺支部の３支部が合併し、新たに中央
支部が誕生しました。
　合併後は、さまざまな支部事業を通じて会員相互

声掛けはできるのだが。
　それにしてもこの数年の間で、エネルギーの失われ
た感は強い。しないことよりすることは大変だ。何か
をしようと思えば、企画立案から実施までに多くの
人力を要す。支部事業も各部の部員の尽力によるも
のである。面倒でもあるが、反面、エネルギー結束の
たまものである。ストレスの多いこの現代社会、いろ
いろな不安の中、業務に携わり、個人（家庭）生活も
両立させる、悩み多き社会人。お互いちょっと顔を合
わせてみよう！　楽しいものではないかもしれないけ
ど、きっと何か得られる（苦悶、歓び、きっと同調でき
る）はずと、さらなる２年間、一度拡散したエネルギー
（特に人）を集結できるような気分、支部会員の皆々
で分かち合える雰囲気をつないでいきたいと思う。

の交流を深め、旧支部間の垣根をなくすような新たな
支部の船出を目指されていたことと思います。
　しかしながら、この３年半は新型コロナウイルス感
染症拡大の影響が大きく、思うような活動ができず
に、難しい舵取りにご苦労されたことだったと思いま
す。延山前支部長ならびに前役員の皆さま、本当にお
疲れ様でした。
　私は、平成５年に旧天王寺支部内の事務所の補助
者としてこの業界にお世話になり、その後の平成15
年に旧南支部で登録開業しましたので、土地家屋調
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最終目標は支部会員の幸福の追求最終目標は支部会員の幸福の追求

大阪城支部長　覀口　和広

　令和５年５月17日(水)の支部総会で、大阪城支部の
支部長を拝命いたしました覀口和広と申します。よろ
しくお願いいたします。
　大阪城支部は、支部再編以前から比較的会員数の
多い支部でありましたが、直前の支部長であった西田
修尋氏をはじめ、諸先輩方のご尽力により、支部会
員が仲良く和気あいあいとした雰囲気の中で、極めて
健全な運営を続けてまいりました。
　私が支部長を拝命するにあたり、先輩方のご尽力
にまずは感謝を申し上げるとともに、さらなる発展に
向けて努力を重ねてまいります。
　私が支部長として在籍する期間は、大阪城支部の
歴史から見れば一瞬のことでしょうが、その短い時間
の中で少しでも、支部会員の皆さまがより一層成長
し、調査士としての専門性を高めるための環境をより
一層整えることができればと考えています。
　また、昨今法人に所属する新入会員が多い中で、
法人に属さず、個人で開業した新入会員の現場の指
導や補助など、さまざまなサポートもなんらかの形で
制度化できればと考えております。
　「大阪城支部で良かった」「開業するなら大阪城

支部やな」と思っていただけるような支部になれるよ
う、"最終的な目標"は支部会員の幸福の追求です。
そのためには、知識の共有や情報の提供を通じて、
会員相互の交流を活発化させることが重要であると
考えます。
　かつて大阪城支部の会報誌であった『六支部だよ
り※』の創刊号（昭和５６年７月号）を見ると、２期
４年の任期を経て３期目の支部長就任あいさつをし
ている覀口佳克は私の父なのですが、文面から逆算
すると昭和５２年に３７才で就任したことになります
（若っ！）。
　当時の父をご記憶いただいている先輩方がまだい
らっしゃいますので、"当面の目標"は、その先輩方か
らダメ出しされないよう、しっかり支部運営すること
でございます。
　つきましては、まずは大阪城支部の会員の皆さま、
そして本会役員の皆さま、他支部の皆さま、各種委
員会の皆さま、協同組合の皆さま、事務局の皆さま、
何とぞご指導ごべんたつを賜りますようお願い申し上
げて就任のごあいさつとさせていただきます。
　※�　他支部の方が見ることができるのか存じ上げ

査士の業務に携わって今年で30年になります。
　当時お世話になった先輩方の大きな背中に憧れ、
少しでも追い付けるよう頑張ってまいりましたが、近
年その先輩方も退会されたり、亡くなられたりと寂し
い話を聞く機会が増えました。
　それはそうですよね…月日の経つのも早いもので、
いつまでも若手と思っていた私も今年でもう56歳に
なります。これからは私たちの年代が力を合わせ、先
輩方からしていただいたように、若い会員の方々を
引っ張っていけるようにならなければなりません。
　近年、澪標ネットやオンラインでの研修などによ
り、離れた場所でも同じ情報を共有できる時代になり
ました。また、オンライン申請などの普及により法務
局や役所に出向かなくても業務が行える環境が整っ
てきた結果、昔と比べ会員同士が対面して交流する
機会が減少したように思います。

　そのような時代の支部の役割は、土地家屋調査士
業務はもちろんのこと、日常のささいなことなども気
軽に相談できる仲間づくりだと感じています。
　私自身も支部を通じてできた仲間がいたおかげで、
土地家屋調査士としてのスキルアップはもちろんの
こと、人間としても成長させていただいたことに日々
感謝しております。
　今後は徐々にコロナ禍以前の日常を取り戻せてい
けるかと思いますので、旅行や懇親会などの事業を中
心に、次世代を担う若手の育成に主眼を置き、会員相
互の親睦を深め、そして他支部の皆さまからも「中央
支部は楽しそうで活気があってええなぁ！」と言って
いただけるような支部を目指し、執行部ならびに役員
の方々と力を合わせて頑張ってまいります。
　それでは皆さま、２年間どうぞよろしくお願いいた
します。
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ませんが、「六支部だより」のバックナンバーはミ
オネットの【ファイル管理】書庫の中に今でも保
管されています。数年前の社会事業部（部長が
黒岡さんのころ）が探し出してアップしてくれまし
た。感謝申し上げます。

　最後に、私が支部長の任を引き受けるにつき、苦情
を言わず黙認してくれた妻にも感謝しかございませ
ん。

一つ一つを大切に一つ一つを大切に

中河内支部長　安岐　正則

　このたび、米山太一郎前支部長の後任として中河内
支部の支部長という役目を拝命いたしました、安

あ き

岐正
則でございます。前年度までは本会の理事として微力
ながら携わらせていただき、本会の在り方そして支部
としてやるべきことを踏まえ、少しでも支部の力とな
れるように尽力したい所存です。
　そんな私が土地家屋調査士として登録したのは、
平成５年の７月のことでありました。もう30年も前の
話になります。登録間もない頃、仲良くしていた同期
数人で話しているときにそのうちのひとりが「将来こ
の中から誰か支部長に」と言い出し、私自身としては
とんでもないことで、すぐに自分はないなと思ったこ
とがありました。今回、選考委員の先生からご連絡い
ただいたときも全く予期しておりませんでした。しか
し、そんなことばかりも言っていられません。信頼し
て任されたのであれば、その信頼を励みにして、─つ
一つの物事に対して真摯に向き合い積み重ねていく、
これしかないと思います。
　昨今は長く続くコロナ禍の影響もあり、オンライン
の利便性などが浸透して直接対面してやり取りを行
うということが、以前に比べると格段に減ったように
感じます。もちろん、オンラインは便利でありがたい
ものであるのですが、私自身が昔人間なのかやはり直
接顔を見てお話をしたりする方が性に合っていると
感じると同時に、オンラインではない、対面だからこ
そ得られるもの─それは小さな感情の機微であった
りいろいろですが、そこから得たものでの成長もある
と思っているので一概にオンライン万歳！と喜べない
のが難しいところです。ですが、これも一つの勉強と
いうことで、こちらも積み重ねだと思います。
　そして、まだまだ一般の方への土地家屋調査士の

認知度自体が低い状態です。もちろん、業務内容をご
存じの方にはすんなりと話が通じるのですが、そうで
ない方には仕事内容からどうしてこういうことを行
うのかなどの説明から始まり、本来の仕事を行うまで
の前段階や業務を行うに当たり雑多な仕事で多くの
時間を取られることが多く、皆さん大変ご苦労されて
いることと思います。そして実質は私自身もそうであ
りますが、一人調査士で業務を行っている者が安定し
て業務を行う一つとして、まずは支部会員同士、相互
関係で協力ができればと思っております。そのため、
支部会員間の友好の機会を増やし、支部の活動とし
ても、認知度を広めるように広報活動できればと思い
ます。
　いろいろとお話してきましたが、私自身まだまだと
ても未熟ですが、それでも皆さまのお力添えがあって
こその自分だと思います。今までの中河内支部本来の
伝統や仲の良さを大切にしながらも、これからの変化
にも柔軟についていけるよう一生懸命頑張りますの
で、どうか会員皆さま、これからも変わらないご支援
とご指導のほどよろしくお願いいたします。
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広報活動の重要性広報活動の重要性

北河内支部長　阪口　太

　このたび、北河内支部第72回通常総会で２期目の
支部長を拝命いたしました、１期目は新型コロナの影
響で多くの事業が縮小中止となり、支部事業をあまり
行うことができませんでしたが、２期目では多くの事
業を行いたいと思っております。
　私が入会しましたのは平成４年４月１日で、当時の
大阪会の会員数は1,037名でした、その後の会員数で
は平成17年度が一番多く1,237名の会員数を誇りま
した、令和５年5月23日現在の会員数は944名です、
やはり会員数の減少については気になるところです。
　現在の北河内支部会員数は、73名です、私が入会
した当時の第8支部の会員数は一部支部会員の他支
部への移動はありますが100名を超えておりました。
会員数の減少、土地家屋調査士の受験者数の減少に
ついては、土地家屋調査士の知名度の向上に支部と
しても何か取り組まなければと思っております。
　当支部では以前から広報活動の重要性を考えいろ
いろな事業に取り組んでまいりましたが、コロナ禍の
ため1期目では、ほとんどできておりませんでした。
今期は、一つ目に小学生を対象とした「測量体験」を
行いたく思っております。「測量体験」は、支部会員が
校庭に事前に宝箱を埋めて置き、簡易なトランシット
により設けた基準点から逆計算で2度程度基準点を
移動し、その点からの逆計算により宝箱にたどり着く
というものです、「測量体験」の前には紙芝居を用い

て測量についての説明も行います。以前に行ったとき
には、子どもたちが宝箱を見つけうれしい顔をしてい
たことを思い出します、今期はぜひ行いたいと思いま
す。
　２つ目は、「くらわんか花火大会」への協賛です。
昨年度は「第１回くらわんか花火大会」へ支部として
協賛を行い、花火大会パンフレットへの土地家屋調
査士北河内支部の広告、会場のぼり旗で土地家屋調
査士のPRを行うことができました。また前日には支
部会員が多数集まり観覧席の位置出しをトータルス
テーションを用いて行いました。また事業を行うこと
により支部会員の親睦を図ることもできると思いま
す。
　そして、このようないろいろな事業をとおして、土
地家屋調査士制度のPRを少しでもできればと思って
おります。
　やっと新型コロナも落ち着いてまいりましたので、
２期目では、北河内支部の良き伝統でもある仲の良
い支部を続けていきたいと思います、そして支部研修
会などをとおして支部会員の皆さまに少しでも役立
つ情報を届ければと思っております。
　まだまだ未熟な支部長ですが、支部会員の皆さま
と一緒に頑張ってまいる所存でございます。２年間ど
うぞよろしくお願いいたします。
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2代目支部長に就任2代目支部長に就任

次代を担う世代に引き継ぐ次代を担う世代に引き継ぐ

北摂支部長　梶谷　信

堺支部長　川口　良仁

　令和５年度から北摂支部支部長となりました梶谷
です。
　今年古稀を迎えるので、当北摂支部ではこれまで
の中でも最高齢の支部長ではなかろうかと思います。
支部の統合により旧豊能支部・旧三島支部が合併し、
新しく北摂支部に名称を変更して５年目となりまし
た、統合の初代黒田聡支部長のあとを受け２代目を
引き継ぎます。
　支部の事業として、登記事務連絡会・土木事務所・
各市町担当者が一堂に会しての明示協議会・各市町
での登記相談などがありますが、支部会員が本会事
業を理解・協力するようにサポートするのも支部の大

　令和５年４月28日（金）開催されました堺支部定時
総会で、再度、支部長を拝命しました。引き続き支部
会員の皆さまの温かいご支援と諸先輩方のご指導を
仰ぎながら、精いっぱい、支部長職を務めてまいる所
存です。
　前期２年間はコロナ禍の中、特に令和３年度につき
ましては親睦を図るための厚生事業を中心に事業を
開催するかどうかギリギリまで情勢を見極め、やむな
く中止にせざるを得ない状況に多々見舞われました。
令和４年度になりますと緊急事態宣言やまん延防止
等重点措置が発出されることはなくなり、書面開催と
なりました登記事務連絡会や配信で実施しました支
部研修会など一部の事業を除き、おおむね当初予定
の事業を実施することがかないました。特に３年ぶり
となりましたビアパーティーや新年会など、支部会員
の皆さまにお集まりいただき、懇親を図る機会を得る
ことができましたことはうれしく感じたところです。

事な役目です、それにはまず支部会員の懇親を図るこ
とも大事な事業と考えております、合併後すぐにコロ
ナ禍に入り、お互いに支部会員の顔すら覚えることが
できない状態でしたが、今年２月に日帰りの支部旅行
が行われました。コロナの影響で参加者は少なく、参
加者同士の親睦は図られましたが、旧支部の間の交
流はできない状態でした。今年は、先の支部総会で厚
生事業に予算を多く配分し了解を得ました。
　まずはこの一年背伸びをせずに頑張っていきます。
余談ですが、今年、支部長の私自身が古稀の祝いをも
らいました。

　さて、今期は新型コロナウイルスの感染症法上の位
置付けも変わり、マスク着用も個人の判断に委ねられ
るなど、社会の対応もより一層コロナ前の状態に戻し
ていこうとする気配を感じており、支部における活動
も従前の状態により近い形で執行することができる
のではないかと期待をしております。
　なお、支部役員会や部会などにつきましては、コロ
ナの副産物となりましたWeb会議システムを利用し
ての開催を継続し、支部役員の方々の負担を軽減し
たいと考えております。
　堺支部会員数はこの２年、大きく増減することなく
150名程で推移しておりますが、高齢化が進んでお
り、一番若い世代でも不惑といわれる年を迎える状況
になっております。
　孔子のようにはまいりませんが、自分も天命を知る
世代となりました。
　諸先輩方から過去のご経験や知識を学び、新しい
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思いをつなぎ そして次へ思いをつなぎ そして次へ

泉州支部長　黒田　成宣

　このたび、逵光隆前支部長の後任として泉州支部
の支部長に就任いたしました黒田成

しげのぶ

宣です。時が経つ
のは早いもので開業から20年以上が経過し、補助者
時代を含めると約30年間この業界でお世話になって
います。支部の幹事に始まり副支部長、本会理事、綱
紀委員などいろいろな経験をさせていただきました。
　また、法務局での所有者不明土地探索委員や空家
等対策協議会などにも参加させていただき、他のいろ
いろな業種の人にも出会うことができました。そこで
の経験や感じたことを支部運営に生かしていきたい
と思います。
　泉州支部では、会員数が年々減少しており、高齢化
も進み、新入会員の入会も数年に１人という状態が続
いています。ネット環境の充実により登記申請や境界
確定などの業務に関する情報もネットで検索するこ
とが当たり前の時代となり、わざわざ研修会や厚生事
業に参加して人に会うことなく必要な情報が得られ
る時代となりましたが、前支部長のスローガンであっ
た「つながりを大切に」の思いを引き継ぎ、支部会員
相互の交流の場を多く設けていきたいと考えていま
す。その場でのたわいもない雑談や世間話の中にこそ
有益な情報があり、日々の業務や事務所経営のヒント
が隠れているのだと私は思っています。また、昨年度
の支部事業として行った「和泉市立横山小学校150
周年事業」は、大阪会の会報誌にも紹介され、連合会
の会報誌にまで転載されるほどで、多くの支部会員と

他支部の会員が協働して汗を流し、達成感や充実感
を味わうことができ、子どもたちからもいっぱいの笑
顔をいただきました。そのノウハウや経験をしっかり
と受け継ぎ社会に貢献できる支部事業を継続するこ
と、前支部長がまいてくれた「絆の種」を育て、次の支
部長へ「絆の芽」を引き継いでいくことが私の役目だ
と思っています。
　支部長として何ができるのかではなく、副支部長や
幹事さん1人1人が何をするのかを考えられる支部執
行部を目指して、背伸びをすることなく、頑張ってい
きたいと思います。
　大阪会全体でも会員数が減少し続けています。個
人の意識も変化し、コロナ禍の社会情勢と相まって、
どの支部でも支部事業への参加者の減少を危惧して
いるのが現状だと思います。10年後には支部単体で
は事業を行うことが難しくなることも考えられ、支部
の垣根を越えて協力できる環境づくりや研修会・厚
生事業での協力体制を整えることが必要だと考えて
います。今後の課題として、次の時代の支部長が支部
運営を行いやすい環境や組織づくりを整えていきた
いと思います。
　最後に２年間支部役員全員で知恵を出し合い努力
してまいりますので、会員の皆さん１人１人も支部事
業などに積極的に参加する努力をしていただき、支
部、大阪会を盛り上げていただけるようお願いをし
て、ごあいさつとさせていただきます。

技術や手法を取り入れながら次代を担う世代に引き
継げるよう、努力を重ねてまいります。
　時代の流れや社会情勢に臨機応変に即応しなが
ら、副支部長はじめ役員一同力を合わせて堺支部会

員の皆さまのため、支部の目的である本会および他の
支部との連絡を密にし、指導および連絡に関する事務
を執り行ってまいりますので、どうぞよろしくお願い
いたします。



第350号 35令和５年７月

　令和５年３月10日（金）午後５時30分から７時
まで、令和４年度第２回会員研修会が大阪土地家
屋調査士会館４階会議室での対面（先着20名）と、
Zoomウェビナーを利用したオンライン形式で研修
を受講するハイブリッド形式での実施となりまし
た。
　Zoomウェビナーは、遠方の人も気軽に研修を受
講することができるシステムで、とても優れた仕組
みであると思うのですが、個人的には、会場へ足を
運んで受講する研修会が好みだったりもします。会
場に足を運び受講する研修と、Zoomウェビナーで
パソコン画面の前で受ける研修とでは、研修の中身
に全く違いはないのですが、どうも何かが微妙に違
うような気がするのです。うまく言葉で説明するこ
とができないのですが、熱量の違い？とでも申しま
しょうか、受講する側の気の持ちようなのかもしれ
ませんが、会場で受講したほうがなんとなく研修を
したーという気分になります。やはり気の持ちよう
ですね（笑）。

　次回の研修会が開催される頃には、きっとコロナ
ウイルスも落ち着いていると思われますので、ぜひ、
人数の制限がない会場で開催をしていただき、会場
に足を運んで来られた会員の皆さまと一緒に講義を
受講できればうれしいなぁと思ったりしています。
　さて、時刻は定刻となり、業務研修部の森次裕一
副部長の司会で研修会が始まりました。まず初めに
中林邦友会長から開会のあいさつがありました。続
いて松島稔副会長から、本研修会の主旨説明が行
われ、講義の本編へと入っていきます。
　今回の研修のテーマは『令和３年不動産登記法の
改正（所有者不明土地等関係）、相続土地国庫帰属
法について』であり、大阪土地家屋調査士会の能勢
勝彦専務理事が講師としてご講義されました。
　今回の研修内容は、令和３年不動産登記法の改正
を中心に講義されました。所有者不明土地の解消に
向けた法律の見直しに伴った相続登記の義務化に関
連する部分が多く、どちらかといえば司法書士の業
務内容に近い内容であるのかなと感じました。しか

『令和３年不動産登記法の改正（所有者不明土地等関係）、
相続土地国庫帰属法について』

令和４年度　第２回会員研修会

森次 裕一  業務研修部副部長 中林 邦友  会長 松島 稔  副会長
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講師
能勢 勝彦 専務理事

し、業務で土地を扱うわれわれ土地家屋調査士とし
ては、非常に重要な事項であることに間違いなく、
ひとごととしてではなく、自分のこととしてしっか
りと学ぶべき内容であるのではないでしょうか。
　講義の中で特に土地家屋調査士に関連の深い内容
としては、民法第209条の隣地の使用に関する法律
の改正です。これは土地家屋調査士にとって画期的
な法改正であると言えるでしょう。従前の法律では
隣地との境界の測量をしようとした場合、隣地の使
用を請求することができる。とありましたが、今回
の改正で「隣地を使用することができる」と一歩も
二歩も踏み込んだ形に変更されています。だからと

言って、なんでもかんでも許されるわけではありま
せんので、品位を保持し法律を遵守して業務を遂行
しなければならないことは言うまでもありません。
　今回の研修会は、ハイブリッド形式で能勢専務理
事にとても分かりやすい説明をしていただきました
ので、受講された皆さまは理解がとても早かったの
ではないかと思います。
　最後に、講義をしていただきました能勢専務理事
をはじめ、研修会の開催をしていただきました業務
研修部の皆さま、大変ありがとうございました。

（社会事業部理事・小林俊彦）�
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国土交通大臣を訪問国土交通大臣を訪問
地籍整備促進委員会

　大阪土地家屋調査士会に地籍整備促進委員会が設
置され、地籍整備に積極的な活動を行っていること
を PRするため、令和５年３月17日（金）に、国土
交通省斉藤鉄夫大臣を訪問してきました。また、大
臣訪問前に、日本土地家屋調査士会連合会で、岡田
潤一郎会長、柳澤尚幸副会長、鈴木泰介副会長と意
見交換、情報収集を行いました。
　大阪府下の地籍整備について、進捗率の低さや大
阪独自の理由を説明し、茨木市の事例についても詳
細に説明を行いました。国土交通大臣訪問の意図に
ついても、大阪会での地籍整備への積極的な活動を
国土交通省に PRすること、大阪府および府下市町
村との協議を行う際にも、当委員会が大臣訪問した
ことは大きな材料とできることが目的であることな
どを説明しました。�
　その後、国土交通省で斉藤大臣と面会し、大阪会
では地籍整備へのさらなる参画を目指し、当委員会
が設置されたこと、府下の実施市町村と協議してい
ることを説明し、積極的な活動をアピールしまし
た。

◇坂田 宏志　委員長

　まずは一単位会の一委員会が大臣を訪問すると
いうことは、おそらく前例のないことであり、大それ
たことをしたのだと思いました。事前に国土交通省
から日調連に問い合わせがきたそうです。この報告
をお読みいただいた会員の皆さまも驚かれているか
と思います。�
　私が当委員会委員の委嘱をいただいたときに一
番に考えたのは、地籍調査への参画でした。地籍
調査の作業規程準則には、調査するのは「筆界」と
定められており、地籍調査により作成された地籍図
は地図になり、地籍簿は登記記録に反映されます。
これは土地家屋調査士が必ず関与すべき業務です。
当委員会の活動で府下の情報収集を行ったところ、
地籍調査は測量会社が受託するというのが通例であ
り、われわれもそう思っている部分もありました。
　しかし、実施市の担当者と具体的な話をしてみる
と、土地家屋調査士の参画を望まれている部分もあ
ると気づきました。どうすれば参画できるのか。そ
の明確な答えは分かりません。私自身は測量士資
格を有しており、地籍調査業務に参加したことはあ
りますが、最初は相当に苦労しました。これを他の
方にやってくださいとは簡単に言うべきでないとも思
いました。
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　ただ、経験を積めば十分に業務として成り立つこ
とを補足しておきますが。参画のために重要な要素
は、人の意識だと思います。発注者である地籍調査
実施市町村担当者、統括する大阪府担当者、そし
て事業の大本である国土交通省担当者、また、受
託者となるべき土地家屋調査士。その全員に土地
家屋調査士参画の意識をしていただく方法として国
土交通省訪問を考え、提案しました。地元代議士と
のご縁、政治連盟の日頃のご活躍、本会理事会の
ご理解があって今回の訪問を実現することができま
した。ご理解、ご尽力いただいた皆さま、誠にあり
がとうございました。
　地籍調査参画への大きな一歩を踏み出したのは、
間違いありません。後は、この一歩が前進あるもの
にするだけです。引き続き土地家屋調査士が参画で
きることを目指し活動を行ってまいります。

◇冨岡　隆　副委員長

　今回の訪問は私にとって初めてのことばかりでとて
も刺激的でした。坂田委員長も上述されているよう
に現役の大臣や地籍調査の担当の方とお会いできた
のは有意義だったと感じています。地籍調査への参
画に半歩でも踏み出せたということも感じています。
　地籍調査に関する知識や技術の向上が不可欠で
あるのはもちろん、地籍調査事業に参画できる気運
を、われわれ土地家屋調査士自らで高めていくこと
がこれからの動きとして大切になることだと思いま
す。地籍調査に興味を持っている自治体も増えてい
ると聞きますので、土地家屋調査士業界全体で地
籍調査事業に対処できる準備を今から行うべきだと
考えます。

◇奥田 祐次　委員

　地籍整備促進委員会が再設置されることとなり、
初めて本会社会事業部の理事となった私にも声が掛
かり、委員となることになりました。ただ私自身は、
地籍整備については、実務経験はもとより、内容に
ついてもほとんど分からない状態でした。坂田委員
長には、素人の意見も必要だからと言ってもらいま
したが、まさに知らないことばかりでした。市町村
との意見交換会にも参加させていただき、土地家屋
調査士に期待されていることや、それに応えるため
の問題点などが、感じられるようになってきました。
特に土地家屋調査士側にも、まだまだ整えなけれ
ばいけないことも多いなと思います。
　今回は現役の国土交通大臣への訪問という、か
なり大胆な PR活動に参加させていただきましたが、
多くの会員へのアピールになり、それが地籍調査事
業への参画、ひいては土地家屋調査士の発展につ
ながればと願います。

◇森　光広　委員

　14条地図作成および地籍調査事業に日頃、行政
の立場として参加しています私にとって今回の訪問
はとても有意義でありました。
　また、日調連の地図対策委員としても特に土地家
屋調査士の地籍調査への参画については重要課題
でありますが、普及にはさまざまな問題が存在して
いると考えております。
　土地家屋調査士が、調査士としての知識、見識お
よび経験を発揮できるような環境づくりをしていき
たいと考えます。
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「『測量の日』記念フェア2023」 開催される

　令和5年６月６日（火）午後１時から大阪合同庁
舎第４号館で「『測量の日』記念フェア2023」が開
催されました。国土地理院近畿地方測量部、一般社
団法人大阪府測量設計業協会、公益社団法人日本測
量協会関西支部と大阪土地家屋調査士会が主催する
事業です。
　４月19日の実行計画に関する打ち合わせと４月

　会場はほぼ満員で去年のコロナ禍での開催に比べ
ると大にぎわいの雰囲気でした。どの講演内容も最
新の情報をいかに業務に活用できるかを考える内容
の濃いものでした。大阪土地家屋調査士会からは北
摂支部の流王英樹先生が茨木市の14条地図整備作
業の実情を説明されました。国土交通省の実施する
地籍調査と14条地図作成の違いを分かりやすく説

①　「『公共測量作業規程の準則』の一部改正」
　　　　　　　　　　　　　　国土地理院企画部測量指導課　　　　　　　　　　　　　課長　川元�　智司
②　「地理院地図で DX進化した道路占用オンライン協議・申請システム」　
　　　　　　　　　　　　　　（一社）�GIS支援センター�　　　　　　　　　　　　　　　理事　一氏　昭吉
③　「3次元点群データを用いた地籍調査の現状」　
　　　　　　　　　　　　　　（株）�かんこう�技術本部�空間情報部�センシング技術課　　課長　�辻　　雄一
④　「茨木市で行われた�大都市型登記所備付地図作成作業について」
　　　　　　　　　　　　　　大阪土地家屋調査士会�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流王　英樹
⑤　「（一社）大阪府測量設計業協会の技術ワーキングの取組」
　　　　　　　　　　　　　　（株）淀川アクテス�空間計測課�　　　　　　　　　　　　課長　谷口　朋宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任　石井　智也

25日の「測量の日」近畿地区連絡協議会委員会で
の協議を経ての開催となりました。
　対象は近畿一円の大手測量コンサルタントの技術
者や行政庁、調査士会からも数名の希望者があり参
加いただきました。内容は以下のとおりのプログラ
ムでした。

明され、土地家屋調査士が地図作成のため職能を発
揮していることを分かりやすく説明していただきま
した。
　閉会挨拶は山脇優子副会長が担当されて無事事業
は終了いたしました。来年も開催予定です。ぜひ多
くの調査士が参加されることを期待しております。

（社会事業部副部長・加藤眞一）

開会挨拶

閉会挨拶

北摂支部　流王 英樹 会員 山脇 優子 副会長
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　　平成29年６月から令和５年５月まで、６年間事務局でお世話になりました能勢専務理事は５月31日を
　もって退職しました。長い間ありがとうございました。

　　後任には６月から新しく脇本佳昭（わきもと�よしあき）専務理事が就任されました。
　　よろしくお願いします。

能勢専務理事、ありがとうございました
脇本専務理事、よろしくお願いします

　このたび、５月末日をもちまして大阪土地家屋調
査士会を退職することとなりました。
　平成29年６月から６年間ではございましたが、
これまで大過なく勤めることができましたのも、ひ
とえに会長をはじめ役委員の方々、事務局職員の
方々、また会員の皆さま方の温かいご指導ご支援の
たまものと心から感謝申し上げます。
　残りの人生も少なくなりましたが、出会った一つ
一つの縁を大切にしていき、世のため人のため、感
謝の心を持って残りの人生を過ごしていきたいと
思っています。
　最後に、大阪土地家屋調査士会のますますの発展
と会員の皆さま方のご健康と
ご多幸をお祈り申し上げます。
　お世話になりました。

能勢　勝彦 　

　令和５年６月１日（木）から能勢専務理事の後任と
して正式に専務理事に就任しました脇本佳昭です。
　昨今、所有者不明土地問題および空き家問題解消
に向けて、なお一層土地家屋調査士の社会的必要性
が増しており、土地家屋調査士制度を取り巻く状況
は変化しています。
　専門家の会員の皆さまと協力し合い、微力ではあ
りますが、社会貢献にお役に立てるよう、精いっぱ
い業務に取り組んでいきたく思っています。
　これからも前任者同様、どうかよろしくお願いし
ます。

脇本　佳昭 　

　令和４年９月８日（木）の第４回理事会で、共済規則の一部が改正され、令和５年６月１日から施行されま
した。改正内容につきましては澪標ネット書庫内会員必携の追加更新をご確認ください。

共済規則の一部改正について
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　令和５年４月25日（火）に大阪市中央区のエル・
おおさか（大阪府立労働センター）で近畿ブロック
公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会主催の
研修会を開催しました。
　和歌山県土地家屋調査士会の片岡聖佳氏に講師を
務めていただき、
　第１部「ロバート議事法」
　第２部「理事役員の心得」

公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会だより

One For All,All For One（一人はみんなのために　みんなは一人のために） 

　公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会では随時社員を
募集しています。
　官公署などからの委託に土地家屋調査士のスキルを発揮して取り組
むやりがいのある業務ですので、ぜひ入会をお待ちしています。

という内容の２部構成で、総会や理事会などのさま
ざまな議会運営についての円滑な進め方、注意する
点、心得などをご講義いただきました。
　あいにくの雨で足元が悪いところ近畿一円からたく
さんの社員が参加し、片岡氏ご自身の豊富なご経験
に基づいた具体的で分かりやすい事例をたくさんお
話ししていただき、大変有意義な講義となりました。

近畿ブロック公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会研修会を開催
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大阪土地家屋調査士政治連盟
第24回定時大会報告

　本年度の定時大会は、大阪市中央区のホテルプリ
ムローズ大阪３階高砂の間で3月９日（木）午後４時
から大阪土地家屋調査士会会長�中林邦友様、大阪
司法書士政治連盟会長�西村昭一様、（公社）大阪公
共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長�舩原大弘様、
大阪土地家屋調査士協同組合理事長�辰巳好数様に
ご臨席いただき開催いたしました。
　会長あいさつに続き、ご来賓の中林会長から本会
と大阪政治連盟との関係や今までとこれからの協働
活動について言及いただきました。舩原理事長から
は法務省への要望事項に公嘱協会が筆界特定の代理
人となれるよう記載されたことへのお礼と今後公嘱
協会、調査士会、協同組合、政治連盟が手と手を取
り合い制度の存続に向けての活動を行っていくこと
の重要性についてのお言葉をいただきました。辰巳
理事長からは会員同士の懇親の重要性についてのお
言葉をいただきました。その後議長を北河内支部の
阪口太会員にお引き受けいただき、審議を進行しま
した。なお当日の出席者は37名、委任状による出
席は256名、合計293名でした。
　※議事の内容につきましては次のとおりです。
･報告第１号　令和４年度活動経過報告について
･議案第１号　�令和４年度決算報告及び同監査報告

承認の件
･議案第２号　令和５年度運動方針決定の件
･議案第３号　令和５年度予算決定の件
･議案第４号　役員改選の件
･議案第５号　大会宣言採択の件
　全ての議案審議が可決承認され、本大会は無事終
了いたしました。

大阪土地家屋調査士政治連盟だより

－　新役員名簿　－
会　長　加藤幸男　　幹事長　松本充司
副会長　玉置広和　向井彰一　松尾　賢　井之上貢
会計責任者　　佐野紀夫
会計責任者職務代行者　加藤直子
監事　　井上直次　　監事　彦坂浩子
副幹事長
　北 支 部　佐々木志展　中島公司
　中 央 支 部　延山奎柄　　飯田正直
　大阪城支部　覀口和広　　衛藤政宣
　中河内支部　安岐正則　　下農淳也
　北河内支部　阪口　太　　武下　淳
　北 摂 支 部　黒田　聡　　竹内玄徳　　田中　享
　堺 支 部　屋納　隆　　橘　育史
　泉 州 支 部　黒田成宣　　堀川経希
　以上のとおり決定しました。次期２年間よろしく
お願いします。

大阪土地家屋調査士会・（公社）大阪公共
嘱託登記土地家屋調査士協会・大阪土地
家屋調査士政治連盟 意見交換会の報告

　去る３月24日（金）調査士会からお声掛けいただ
き、三団体が集まり、これからの協力体制および活
動方針についての協議を行いました。出席者からは
協働体制について活発な意見が出され、有意義な意
見交換会となりました。また不定期ではあるが今後
もこのような意見交換会を続けていくことを三団体
で確認しました。
　調査士会からは中林会長、松島稔副会長、相澤褜
雄副会長、公嘱協会からは舩原理事長、流王英樹副
理事長、西谷俊治副理事長、政治連盟からは加藤会
長、松尾副会長、当職が出席しました。

（広報担当副会長･井之上貢）

調査士会
　　中林会長

協同組合
　　辰巳理事長

公嘱協会
　　舩原理事長

政治連盟
　　加藤会長
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大阪青年土地家屋調査士会だより

　ようやく新型コロナによる、業務、プライベート、
会務などさまざまな活動に制限がなくなり、「通常」
に戻りつつあるも、「日常」って既にマスクをして
お店ではアクリル板越しに話すってなっている気も
しないでもありません。
　最近の自分の中での話題。全く業務に関係なく、
どうでもいい話なのですが、20代のときこの業界
で頑張って、いつの日にかと思っていたクルマに出
会いました。
　営業マン「納車は５年後です」
　私「�はあ…（５年後なんてどうなっているか分か

らんけどなあ、そもそも）」
　営業マン「夢をかなえましょう！」
　私「�そうですね。（嫁に相談もせず契約して怒る

やろうなあ）」
　営業マン「では、契約書に署名捺印お願いします」
　私「�はい。（久々のＭＴ車で運転できるのかなぁ、

そもそも、この車に似合う男なのか？　５年
後ってどんな体型になって、どれだけ髪の毛
が残っているのか？などなど）」

の不安しかない状況での契約。ただ、少なくとも納
車までの５年は頑張れそうっていうワクワク感のあ
る日々を過ごせそうです。
　これを読んでおられる登録してからまだ日が浅
い調査士の方、私は平成20年に登録しましたので、
かれこれ15年も経っています。今年は50歳の立派
なオジサンです。正直なところ新人の頃の、ギラギ
ラした感じは、全くなくなってしまいましたが、あ
くまでも一例として挙げたエピソードのような不
安っていうのは、ずっと続いていますし、意識して
刺激を加えないと、ただ漠然とした毎日を過ごすこ
とが多いです。

　なんとなく過ごしていても、年月は誰でも平等に
過ぎていきます。いわゆる「日常」ってのは、意識
していないと、ただ何の刺激もない惰性の毎日にな
り、つまらないものになりかねません。
　一人でいると、「日常」は、よほど強い意志がない
と、ただ、目の前にあることをこなすだけの１日に
なるでしょう。その点、青年土地家屋調査士会の仲
間といると、バンバン売り上げを上げている人、難
しい案件をこなしている人、趣味を極めている人な
どなど、何らかの刺激を得ることができると私は
思っています。というより、そのための組織が青年
土地家屋調査士会であると考えています。あまり熱
いことをいうつもりはありませんが、面倒くさがら
ずに入会していない方は門をたたいてもらえれば、
入会していても名前だけ名簿に載っている方は少し
だけでも参加していただければ、きっと自分の視野
が広がり、仕事やプライベートにプラスに働くと思
います。
　まずはお気軽に参加してみてください。

（中河内支部・八幡憲一）

≪大阪青年土地家屋調査士会活動報告≫

われわれは新入会員を随時募集しております。
会費は無料です。

入会ご希望の方は下記HPの入会案内フォームに
必要事項を記入して送信してください。

�
大阪青年土地家屋調査士会HPアドレス:

http://oskseicyou.hotcom-land.com/wordpress/

新入会員募集

 https://r.goope.jp/osaka-seibu
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に辰巳好数理事（大阪城地域）、副理事長に梶谷信理
事（北摂地域）、甲斐健児理事（北地域）、藤澤勤理事
（北地域）が再任しました。
　また、今回任期満了で退任される藤田重信理事、
内海比理事、谷山泰吉理事、大向茂昭監事（欠席）、
髙橋稔監事（欠席）５名に感謝状と慰労金が贈呈され
ました。
�

　出席総代の方々や理事その他関係各位の皆さまの
ご協力のもと、無事総代会が終了したことを心から
感謝申し上げます。
　また、役職員一丸となり、組合を盛り上げるよう
努力いたしますので、何とぞ、組合員の皆さまのご
支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

第30回通常総代会開催

　令和５年５月19日（金）午後3時から大阪土地家屋
調査士会館４階会議室で、第30回通常総代会を開
催いたしました。
　今年は新型コロナウイルス感染症も落ち着き、４
年ぶりに総代の皆さまをお呼びして開催することが
できました。
　少し開会が遅れましたが、野邊直紀厚生事業部次
長の司会のもと、議案審議に入る前に、物故者に対
する黙とうが行われ、次第に従い、辰巳好数理事長
のあいさつで総代会が始まりました。
　議長選出に当たっては、「司会者一任」の声を受け
て、北摂地域の湖﨑勇次総代と中央地域の岡田真一
総代が指名され、会場承認を得て両総代が議長席に
着き就任あいさつと議事進行の説明を行いました。
　議事に入るに先立ち、出席状況が報告され、本総
代会が有効に成立していることを議長が宣言して議
事審議に入りました。議案第１号、第２号、第３号
の審議は湖﨑議長が進められ、書類による事前の質
問事項もありましたが、過半数の賛成で可決されま
した。また、議案第４号、第５号は、岡田議長が進
められ、議案第４号と第５号の理事・監事改選につ
き、承認を求める件は全会一致で賛成可決されまし
た。
　その後選任された新理事による臨時理事会が開催
され、理事長１名と副理事長３名の互選で、理事長

大阪土地家屋調査士協同組合だより

辰巳理事長

懇親会場
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会　員　異　動　（R５・６・１ 現在）

入　会　者（ 11 名）

氏　　名 登録番号 支　部 入　　　会
年　月　日 事務所所在地・電話・FAX 番号

山　田　裕　太 ３４３３ 北 5・3・10
〒530-0001　�大阪市北区梅田一丁目11番4号
　　　　　　　　大阪駅前第4ビル8階
　　　☎06－4797－0903

伊　丹　良　平 ３４３４ 大阪城 5・3・10
〒541-0046　大阪市中央区平野町一丁目6番9号
　　　　　　　　平野町KIビル7階
　　　☎06－4708－4720

竹　元　　　葵 ３４３５ 北摂 5・4・3
〒567-0862　�茨木市美沢町1-7-101
　　　☎080－7468－6959

水　野　耕　路 ３４３６ 大阪城 5・4・3
〒538-0032　�大阪市鶴見区安田1丁目1番2号
　　　☎090－1746－9356　 06－6915－0122

小　林　直　樹 ３４３７ 堺 5・4・3
〒590-0048　�堺市堺区一条通20番13号
　　　☎072－224－0414　 072－224－0417

玉　置　　　平 ３４３８ 北 5・4・3
〒532-0003　�大阪市淀川区宮原2-1-17
　　　　　　　　新大阪第2YSビル705
　　　☎06－6151－9164　 06－6868－9859

上　田　英　之 ３４３９ 北河内 5・4・10
〒572-0819　�寝屋川市大成町1番9号
　　　☎072－821－7818

冨　島　大　河 ３４４0 中央 5・4・10
〒558-0014　�大阪市住吉区我孫子三丁目2番1号
　　　　　　　　アビコ岸田ビル3階
　　　☎06－6696－0511　 06－6696－5213

松　下　博　史 ３４４１ 中河内 5・5・1
〒577-0809　�東大阪市永和一丁目4番1号
　　　　　　　　レジデンス永和603号
　　　☎06－6724－5282　 06－6724－5499

大　槻　真　吾 ３４４２ 大阪城 5・5・1
〒535-0005　�大阪市旭区赤川二丁目14番1号
　　　☎06－6923－2935　 06－6923－2618

嶽　ノ　和　弘 ３４４３ 北 5・6・1
〒530-0001　大阪市北区梅田一丁目11番4号
　　　　　　　　大阪駅前第4ビル8階
　　　☎06－4797－0903　 06－4797－0901
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事　務　所　変　更（ 10 名）

氏　　名 登録番号 旧支部 新支部 届　　　出
年　月　日 新事務所所在地・電話・FAX

文　野　貴　司 ３４１５ 北 中央 5・3・3
〒545-0031　大阪市阿倍野区橋本町8番40号
　　　☎080－3540－4331

西　村　右　文 ２４９３ 泉州 泉州 5・3・7
〒596-0813　岸和田市池尻町42-9-202
　　　☎072－443－8490　 072－443－0116

伊　丹　良　平 ３４３４ 大阪城 大阪城 5・4・24

〒541-0046　大阪市中央区平野町一丁目6番9号
　　　　　　　　平野町KIビル7階
　　　　　　　（土地家屋調査士法人COLORS内）
　　　☎06－4708－4720

荒　木　　　進 ２９８３ 中央 中央 5・4・24
〒543-0002　大阪市天王寺区上汐3丁目8番24号
　　　☎06－6772－5400　 06－6772－5418

和　田　眞　実 １９４８ 中央 中央 5・4・24
〒543-0002　大阪市天王寺区上汐3丁目8番24号
　　　☎06－6772－5400　 06－6772－5418

竹　野　守　和 １４６２ 大阪城 北 5・5・9
〒550-0004　大阪市西区靭本町1丁目13番2号
　　　☎06－6446－1861　 06－6446－1862

母　倉　龍　彦 ２８２５ 堺 堺 5・5・12
〒592-8346　堺市西区浜寺公園町１丁１５番地１
　　　　　　　　レーベン浜寺公園２0３号
　　　☎090－5064－1091　 050－6868－9333

安　藤　雅　輝 ３２５１ 北摂 北摂 5・5・24
〒563-0025　池田市城南一丁目1番29号
　　　　　　　　サンライズ池田ビル４F
　　　☎072－734－7974　 072－734－7975

橋　本　佳　行 ３４２８ 北 北 5・5・24
〒530-0011　大阪市北区大深町3番1号
　　　　　　　　グランフロント大阪タワーB13階
　　　☎06－6136－6508　 06－6136－6509

峯　近　真　一 ３４１６ 泉州 泉州 5・6・1
〒596-0048　岸和田市上野町西19番18号
　　　☎072－457－5750　 072－457－7581

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ 14 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

山　口　明　義 ２１６６ 北 5・3・6 業　務　廃　止

藤　田　恭　一 １９５２ 中河内 5・3・15 業　務　廃　止

北　島　慎　吾 ３２４９ 北 5・3・22 長　期　休　業

小　島　昌　彦 ２0８0 北摂 5・3・24 業　務　廃　止



第350号 47令和５年７月

登 録 事 務 所 変 更　　（１法人）

名　　　称 支　　部 事　務　所　所　在　地

PGM土地家屋調査士法人 北
従　〒530-0011
大阪市北区大深町3番1号
☎06－6136－6508　 06－6136－6509

法　人　事　務　所　会　員　関　係

升　谷　孝　之 １８５８ 大阪城 5・3・27 業　務　廃　止

橋　本　　　尚 ２７５４ 中河内 5・3・30 長　期　休　業

館　山　豊　藏 １９0４ 北河内 5・3・31 業　務　廃　止

山　中　　　清 ５４７ 北摂 5・3・31 業　務　廃　止

赤　瀬　丈　晴 ３３７0 北摂 5・4・6 業　務　廃　止

武　島　　　巌 １８４１ 大阪城 5・4・18 業　務　廃　止

上　田　美　子 ２４８８ 北河内 5・4・27 業　務　廃　止

横　山　恵津子 ２５７４ 北 5・4・28 業　務　廃　止

武　下　恒　雄 １８２４ 北河内 5・5・17 業　務　廃　止

河　辺　大　輔 ３４２１ 大阪城 5・5・21 滋　賀　会　へ
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第16回常任理事会

　令和５年３月２日（木）午後４時から本会４階会議
室で第16回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、令和５年度事業計画案について
など次の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島

①吹田市空家対策協議会委員の推薦依頼について
②豊能町空家対策協議会委員の推薦依頼について
③第８回理事会について

①令和４年度事業経過報告について
②令和５年度事業計画案について
③令和５年度予算案について
④令和５年度各種表彰の推薦について
⑤泉州支部との業務委託契約の締結について
⑥各種研修の欠席者に対する会長指導について
⑦職務上請求書の紛失案件の対応について
⑧事務局への非通知電話対応の設定について

第17回常任理事会

　令和５年３月16日（木）午後３時から本会３階役
員室で第17回常任理事会が開催され、各部などか
らの報告事項に続き、第８回理事会についてなど次
の各事項が審議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・吉田・
加藤（充）・濵口・中島

①令和５年度各種表彰の推薦について

①第８回理事会について

令和４年度令和４年度
第１回常任理事会第１回常任理事会

　令和５年４月４日（火）午後４時から本会４階会議

室で第１回常任理事会が開催され、各部などからの
報告事項に続き、第85回定時総会についてなど次
の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島

①支部規則の変更について
　１．大阪城支部規則変更について�
　２．北摂支部規則変更について�
　３．中央支部規則変更について
②支部会員台帳処分と会員情報開示の状況について
③�職務上請求書の取扱いについての注意喚起について
④�「大阪府人権局からの協力依頼」に対する対応に
ついて

⑤�民間総合調停センター運営委員会委員の部会変更
について

①�日調連の会則モデル変更に伴う大阪会会則変更に
ついて

②第１回理事会について

①職務上請求書焼失案件の対応について
②泉州支部からの要望事項の対応について
③第85回定時総会について

第２回常任理事会

　令和５年４月20日（木）午後３時から本会３階役
員室で第２回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、専務理事の選任についてなど次
の各事項が審議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島

①民事調停委員の任命について
②�2023年講演会リーフレット（大阪公嘱協会）の
全会員発送封入の依頼について

①専務理事の選任について
②第１回理事会について
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第４回理事会

　令和４年９月８日（木）午後４時から本会４階会議
室で第４回理事会が開催され、会長の挨拶に続き、
各部長、支部長会議議長、各種委員会などからの報
告・連絡事項があり、次の各事項が審議・協議された。

審 議 事 項

①第１号議案　�情報公開に関する規則の改正につい
て

　［提案理由］　�情報公開に関する規則第３条および
第４条に「事務所の電話番号」を開
示する事項として新設することを提
案する。

　　　［結果］　�令和４年９月８日から施行すること
を含めて全会一致で承認された。

②第２号議案　�令和５年版調査士手帳の発注につい
て

　［提案理由］　�例年、大阪土地家屋調査士協同組
合に発注をしている調査士手帳に
ついて、令和５年版が１冊あたり
50円値上げ（620円［令和４年版］
→670円［令和５年版］される旨
の連絡を受けた。予算作成段階で
は1,100冊で\750，200円（税込）
で予算立てしていたが、今回の値上
げにより\810,700円（税込）の支
出が必要となり、当初の予算を超え
ての支出となるため、値上げ後の金
額で調査士手帳を発注することを提
案する。

　　　［結果］　全会一致で承認された。
③第３号議案　�令和５年４月１日付け任命予定の民

事調停委員候補者の推薦について
　［提案理由］　�大阪地方裁判所長から令和５年３月

31日で任期が終了する茨木簡易裁
判所所属（１名）、堺簡易裁判所所
属（１名）および新たに豊中簡易裁
判所所属（１名）の計３名の民事調
停委員の次期候補者の推薦依頼が
あった。ついては、豊中簡易裁判所
所属の１名について、北摂支部の山
田直樹会員および堺簡易裁判所所属
の１名について、堺支部の桧山一志

会員を民事調停委員候補者推薦規程
第４条に基づき新任候補者として推
薦することを提案する。また、茨木
簡易裁判所所属（１名）について、
現委員の北摂支部辻田智博会員の再
任志望の意思が確認できたため、民
事調停委員候補者推薦規程第８条に
基づき再任候補者として推薦するこ
とを報告する。

　　　［結果］　全会一致で承認された。
④第４号議案　�戸籍謄本・住民票の写し等職務上請

求書取扱管理規程の一部改正につい
て

　［提案理由］　�退会会員等で職務上請求書の提出が
なく未使用の請求書が把握できない
事例に対して、日調連から本会戸籍
謄本・住民票の写し等職務上請求書
取扱管理規程（以下管理規程とす
る。）を日調連のモデル規程に沿っ
た内容に改正するよう要請があった
ため、管理規程第16条第３項の新
設を提案する。また、併せて管理規
程第11条第３項についての一部修
正を提案する。なお、施行期日につ
いては、令和４年９月８日からの施
行を提案する。

　　　［結果］　�軽微な字句修正を一任することを含
め賛成多数で承認された。

⑤第５号議案　�イントラネット検討委員会の立ち上
げについて

　［提案理由］　�現在会員が相互通信するために「澪
標ネット」として利用しているサイ
ボウズのシステムが数年後に終了す
る。同社で後継システムはあるが費
用面では現在より高くなる見通しで
あるため、その他のサービスの利用
等を検討する必要がある。ついて
は、会則第56条（その他の委員会）
に基づく委員会として「イントラ
ネット検討委員会」を設置すること
を提案する。

　　　［結果］　�イントラネット検討委員会規則を令
和４年９月８日から施行することを
含め、全会一致で承認された。

⑥第６号議案　共済規則の一部改正について
　［提案理由］　��本会共済規則第９条（長寿祝金）第



50 第350号令和５年７月

２項では「本会に在籍20年以上の
会員にして満80歳を迎えた会員に
は傘寿の祝金を贈る。」と定められ
ているが、定年退職後に調査士にな
る会員等がこの規定では祝金贈呈の
対象にならず、これからの調査士会
の実情に合わなくなることが想定さ
れるため、同規則第９条第２項の一
部を改正することを次回の総会に上
程することを提案する。

　　　［結果］　�施行日を令和５年６月１日からとす
ることを含めて次回の総会に上程す
ることが全会一致で承認された。

⑦第７号議案　�Zoomウェビナーの契約更新につい
て

　［提案理由］　�昨年度に契約更新したZoomウェビ
ナーの更新期限が本年10月となっ
ているため、契約更新の条件を業者
（V-CUBE）に確認し、今年度の契
約条件の提示を受けた。ついては、
今年度も研修会等で引き続きZoom
ウェビナーが必要であるため、提示
を受けた条件で契約を更新すること
を提案する。

　　　［結果］　�全会一致で承認された。

協 議 事 項

①第１号議案　�協同組合事務局設置のエアコンにつ
いて

　［提案理由］　�調査士会館１階の協同組合事務局に
設置しているエアコンの劣化が著し
いため、３社から見積を取り比較検
討した。ついては、株式会社ヤマダ
電機から\590,000円（税込）で今
年度予算（購入資産）に基づきエア
コンの買替設置することについて協
議を提案する。

　　　［結果］　�協議事項として提案することが了承
され、協議事項から審議事項とする
ことが承認された。審議の結果、提
案どおりの内容が全会一致で承認さ
れた。

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

◇　　　３　　　月　　　◇

１日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）小
林相談員

　　 ・備品管理（会館）
　　 ・�入会面談（会館）山脇副会長、加藤（充）

総務部長、和田同部副部長、永野・井上・
竹内・塩田各同部理事

　　 ・総務部会（会館）
　　 ・総務部業務連絡会（会館）
２日 ・�正副会長会議（会館）
　　 ・常任理事会（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山相談員
３日 ・�近ブロ業務部会（Web）濵口業務研修部長
　　 ・選挙管理委員会（会館）
４日 ・�橋詰繁美氏黄綬褒章受章記念祝賀会（第一楼）

中林会長
５日 ・�大阪市マンション管理支援機構マンション

管理組合交流会（大阪市立住まい情報セン
ター）奥田社会事業部副部長

６日 ・�大阪府知事・大阪市長候補者の来会応対（会
館）相澤副会長

　　 ・�泉北分譲宅地丈量図データ提出（法務局本局）
田中社会事業部理事

　　 ・�調査士会・境界問題相談センターおおさか・
民間総合調停センター三者意見交換会（会
館）

７日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪
口相談員

　　 ・財務部会（会館）
８日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）井

上相談員
　　 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）辻田境界問題相談センターおお
さか推進委員長、西田同副委員長

　　 ・�業務マニュアルに関する説明会（会館・
Web）松島副会長、濵口部長

９日 ・�支部長会議（会館）
　　 ・�大阪土地家屋調査士政治連盟定時大会（プ

リムローズ大阪）中林会長
　　 ・�支部長会議との意見交換会（五連）中林会長
　　 ・�第２回境界問題相談センター研修会動画撮
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24日 ・�日調連との打ち合わせ（会館）中林会長、
山脇副会長、加藤（充）部長

　　 ・�大阪法務局離任挨拶（会館）中林会長、山脇・
相澤各副会長

　　 ・�調査士会・公嘱協会・政治連盟意見交換会（会
館）中林会長、松島・相澤各副会長

　　 ・�会長指導（会館）中林会長、山脇副会長、
加藤（充）部長

27日 ・�総務部会（会館）
　　 ・�会長指導（会館）中林会長、山脇副会長、

加藤（充）部長
　　 ・�入会面談（会館）和田副部長、永野・井上・

竹内・塩田各理事
　　 ・業務研修部業務連絡会（会館）
28日 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）�
　　 ・�境界問題相談センター20周年記念広報用動

画撮影「模擬調停」（会館）
　　 ・�会長指導（会館）中林会長、山脇副会長、

加藤（充）部長
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
29日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）玉

置相談員
30日 ・�会長指導（会館）中林会長、山脇副会長、

加藤（充）部長
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐

古相談員
31日 ・�近ブロ正副会長会議（京都会）中林会長
　　 ・�中部ブロック協議会との懇談会（京都会）

中林会長

◇　　　４　　　月　　　◇

４日 ・�会長表彰選考委員会（会館）
　　 ・常任理事会（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田相談員
５日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）田

中相談員
６日 ・�総会会場下見（ホテル日航大阪）�
　　 ・�大阪法務局着任ごあいさつ（会館）中林会長、

松島・山脇・相澤各副会長
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員
７日 ・�大阪大学寄付講座第1講（大阪大学）正井講

師

影（会館）�
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田相談員
10日 ・会員研修会（会館）
11日 ・�近ブロ正副会長会議（京都会）中林会長
14日 ・�産学交流学術研究委員会（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

口相談員
15日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）和

田相談員
　　 ・社会事業部会（会館）
16日 ・�大阪市マンション管理支援機構常任委員会

（大阪市立住まい情報センター）奥田副部長、
正井会員

　　 ・�入会面談（会館）和田副部長、永野・井上・
竹内各理事

　　 ・常任理事会（会館）
　　 ・理事会（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安

岐相談員
17日 ・�国交省・日調連訪問（国交省他）坂田地籍

整備促進委員長、冨岡同副委員長、奥田・
森各同委員

　　 ・近ブロ財務部会（Web)吉田財務部長
　　 ・�近ブロ社会事業部会（兵庫会）中島社会事

業部長
　　 ・協同組合部長会（会館）笠原財務部理事
19日 ・�タイアップ交流会（大阪市立住まい情報セ

ンター）正井会員
20日 ・�近ブロ研修部会（会館・Web）中林会長、

松島副会長、濵口部長
　　 ・�日本写真映像専門学校・近畿測量専門学校

合同卒業式（アウィーナ大阪）中林会長
22日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塩

田相談員
　　 ・大調政連常任幹部会（会館）相澤副会長
　　 ・表示登記実務研究会（会館）
23日 ・�民間総合調停センター支援連絡委員会（大阪

弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター運営・財務委員会（大阪

弁護士会）
　　 ・綱紀委員会全体会議（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆相

談員
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　　 ・�日本写真映像専門学校・近畿測量専門学校
合同入学式（ホテルアウィーナ大阪）中林
会長

10日 ・�綱紀委員会班会議（会館）
11日 ・�財務部会（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森

山相談員
12日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）河

﨑相談員�
　　 ・�近畿大学寄付講座第1講（近畿大学）正井講

師
　　 ・近畿大学寄付講座講師会議（会館）
　　 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）杉田・田中各境界問題相談センター
おおさか推進委員

13日 ・�大阪市マンション管理支援機構常任委員会
（大阪市立住まい情報センター）奥田副部長、
正井会員

　　 ・�近畿財務局との打ち合わせ（会館）相澤副
会長、中島部長、奥田副部長

　　 ・期末監査（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員
14日 ・�大阪大学寄付講座第2講（大阪大学）正井講

師
　　 ・�専務理事採用面接（会館）山脇副会長、加

藤（充）部長
17日 ・�綱紀委員会班会議（会館）
18日 ・�立候補届出等受付（会館）�
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会�

（Web）�
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八

幡相談員
19日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）笠

原相談員
　　 ・�近畿大学寄付講座第2講（近畿大学）湖﨑講

師
　　 ・�「測量の日」記念フェア2023打ち合わせ（大

阪合同庁舎）加藤（眞）社会事業部副部長
　　 ・立候補届出等受付（会館）�
　　 ・�大阪弁護士会役員就任披露会（大阪弁護士会）

中林会長
20日 ・�新会員面談（会館）和田副部長、永野・井上・

竹内各理事
　　 ・常任理事会（会館）
　　 ・理事会（会館）

　　 ・選挙管理委員会（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田

中相談員
21日 ・�大阪大学寄付講座第3講（大阪大学）神前講

師
　　 ・協同組合部長会（会館）吉田部長
　　 ・総務部会（会館）
24日 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
25日 ・�「測量の日」近畿地区連絡協議会委員会（大

阪合同庁舎）加藤（眞）副部長�
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西相談員
26日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中

島相談員
　　 ・�近畿大学寄付講座第3講（近畿大学）森留講

師
27日 ・�中央支部総会（都シティ大阪天王寺）中林

会長
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田相談員
28日 ・�大阪大学寄付講座第4講（大阪大学）神前講

師
　　 ・�北河内支部総会（ホテルアゴーラ大阪守口）

相澤副会長
　　 ・�堺支部総会（ホテル・アゴーラリージェンシー

大阪堺）中林会長
　　 ・�泉州支部総会（ホテルレイクアルスターア

ルザ泉大津）松島副会長

◇　　　５　　　月　　　◇

２日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪
口相談員

５日 ・�大阪大学寄付講座第5講（大阪大学）西村講
師

８日 ・�会務処理（総務部）（会館）加藤（充）部長
　　 ・全国国民年金基金来会（会館）中林会長
９日 ・�紛議調停委員会全体会議（会館）
　　 ・総務部会（会館）�
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

口相談員
10日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）彦

坂相談員
　　 ・社会事業部会（会館）
　　 ・�近畿大学寄付講座第4講（近畿大学）岡田講

師
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22日 ・�大調政連常任幹部会（会館）相澤副会長
　　 ・�（公社）全日本不動産協会大阪府本部第72回

定時総会懇親会（ホテルニューオータニ大
阪）中林会長

23日 ・�（一社）大阪府建築士事務所協会令和5年度
通常総会・交流会（ホテルロイヤルクラシッ
ク大阪）相澤副会長

24日 ・�会長指導（会館）中林会長、山脇副会長、
加藤（充）部長

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）奥
田相談員

　　 ・�近畿大学寄付講座第6講（近畿大学）玉置講
師

　　 ・境界問題相談センターおおさか研修会（会館）
　　 ・新会員面談（会館）和田副部長、竹内理事
25日 ・�民間総合調停センター支援連絡委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・民間総合調停センター理事会（大阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター運営・財務委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会（大

阪弁護士会）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆

相談員
　　 ・常任理事会（会館）
　　 ・定時総会事前打ち合わせ（会館）
26日 ・�宅地防災技術研修会（エル・おおさか）相

澤副会長、正井会員
　　 ・�大阪大学寄付講座第8講（大阪大学）川口講

師
29日 ・�打ち合わせ（会館）中林会長、松島・山脇

各副会長、加藤（充）部長
　　 ・�大阪府行政書士会定時総会懇親パ－ティ（ザ・

リッツカールトン大阪）中林会長
30日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
　　 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
31日 ・�近畿大学寄付講座第７講（近畿大学）黒田

講師
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

次相談員

　　 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相
談（会館）谷内田・田中各境界問題相談セ
ンターおおさか推進委員

11日 ・�大阪市マンション管理支援機構常任委員会
（大阪市立住まい情報センター）奥田副部長、
正井会員

　　 ・協同組合部長会（会館）河﨑財務部副部長
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山相談員
12日 ・�北支部総会（ホテルモントレ大阪）濵口部

長
　　 ・�中河内支部総会（シェラトン都ホテル大阪）

山脇副会長
　　 ・�北摂支部総会（ホテルアイボリー）加藤（充）

部長
　　 ・近ブロ正副会長会議（京都会）中林会長
　　 ・�近ブロ正副会長・部会長会議（京都会）中

林会長、松島副会長
　　 ・�大阪大学寄付講座第6講（大阪大学）西村講

師
15日 ・�綱紀委員会全体会議（会館）�
　　 ・�業者打ち合わせ（会館）加藤（充）部長、

井上理事
17日 ・�近畿大学寄付講座第5講（近畿大学）上坊講

師
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

口相談員
　　 ・�大阪城支部総会（ミライザ大阪城）中林会

長
　　 ・紛議調停委員会（会館）
18日 ・�タイアップ事業打ち合わせ（大阪市立住ま

い情報センター）奥田副部長、正井会員
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田相談員
19日 ・�（一社）大阪府宅地建物取引業協会代議員総

会懇親会（ヒルトン大阪）中林会長
　　 ・�大阪土地家屋調査士協同組合第30回通常総

代会（会館）松島副会長
　　 ・�打ち合わせ（会館）中林会長、松島・山脇

各副会長、加藤（充）部長
　　 ・�大阪大学寄付講座第7講（大阪大学）川口講

師
　　 ・民間総合調停センター研修会（大阪弁護士会）
20日 ・�大阪司法書士会第138回定時総会（ホテル

日航大阪）中林会長
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◇　　　３　　　月　　　◇

１日 ・�登記相談（協会）太田指導研修部長
７日 ・�第８回常任理事会（協会）
　　 ・�第３回インボイス制度についての社員説明

会（エル・おおさか709号室）
９日 ・�大阪土地家屋調査士政治連盟第24回定時大

会（ホテルプリムローズ大阪）舩原理事長
13日 ・�第４回インボイス制度についての社員説明

会（Zoomウェビナー）
23日 ・�第６回理事会（エル・おおさか）
　　 ・第４回業務部会（エル・おおさか）
24日 ・�調査士会・公嘱協会・政治連盟意見交換会

（調査士会館）舩原理事長、流王・西谷副
理事長

◇　　　４　　　月　　　◇

６日 ・�第９回常任理事会（協会）
13日 ・�社会保険労務士法人オフィス人事労務との

打合せ（オフィス人事労務）舩原理事長、
流王・西谷副理事長、安倍総務部長

　　 ・第７回理事会（エル・おおさか）
　　 ・第５回業務部会（エル・おおさか）
　　 ・�第３回2023講演会実行委員会（エル・おお

さか）
18日 ・�第４回近公連理事長会議（協会）舩原理事

長
25日 ・�近公連研修会（エル・おおさか）
27日 ・�中央支部総会（都シティ大阪天王寺）舩原

理事長
28日 ・�泉州支部総会（ホテルレイクアルスターア

ルザ泉大津）西谷副理事長
　　 ・�堺支部総会（ホテル・アゴーラリージェンシー

大阪堺）舩原理事長

◇　　　５　　　月　　　◇

９日 ・�第10回常任理事会（協会）
12日 ・�北摂支部総会(ホテルアイボリー）流王副理

事長
　　 ・�中河内支部総会(シェラトン都ホテル大阪）

山田業務部長
17日 ・�大阪城支部総会（ミライザ大阪城ロータス）

舩原理事長

18日 ・�第８回理事会（エル・おおさか）
　　 ・第６回業務部会（エル・おおさか）
　　 ・�第４回2023講演会実行委員会（エル・お

おさか）
19日 ・�大阪土地家屋調査士協同組合総代会（調査

士会館）舩原理事長
27日 ・�大阪土地家屋調査士会定時総会式典（ホテ

ル日航大阪）舩原理事長

◇　　　７　　　月　　　◇

６日（木）常任理事会
　　　　第４回理事会
14日（金）�第18回ADR認定土地家屋調査士特別研修

（基礎研修）（15・ 16日も）
18日（火）火曜会

◇　　　８　　　月　　　◇

17日（木）インターンシップ開講式
18日（金）�第18回ADR認定土地家屋調査士特別研修

（集合研修）（19日も）
20日（日）�第18回ADR認定土地家屋調査士特別研修

（総合講義）
24日（木）インターンシップ中間報告会
30日（水）インターンシップ閉講式
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◆�２度目の社会事業部長を拝命して、はや２年、役
員改選の関係上会報誌の編集が最後の事業となり
ました。

　�　この２年間コロナに振り回されて、対面の事業
は縮小されていきましたが、寄付講座は一部学生
を除き、対面で実施され、現在も行われておりま
す。講師の諸先生には大変ご苦労をおかけしてお
りますが、よろしくお願いいたします。

　�　また、登記相談も対面で実施され、本局が移転
したにもかかわらず盛況に実施されております。
担当していただきました理事・市内支部の担当副
支部長各位には、大変ご苦労をおかけしました。
ありがとうございます。

　�　会員各位には、突然の記事の依頼などいろいろ
ご無理申し上げ、その際には快くお受けいただき
ありがとうございました。

　�　新社会事業部になりましても、ご協力いただき
ますようお願いいたします。

（中島）
◆�初めての本会理事に任命されてから、早くも2年
が過ぎようとしています。何をするにしても「コロ
ナ禍なので」「感染状況によっては」という枕こと
ばがつきまといましたが、ようやく解放されつつ
ある中で、任期が終わってしまいます。力不足に
よりできなかったことも含め、貴重な経験をさせ
ていただきました。ありがとうございました。

（奥田）
◆�会報誌も350号を数えました。以前（2011年）
に当時の本会広報部長を拝命して初めて発刊し
たのが302号です。それから48号すなわち12年
たってしまったのかと改めて歳月の早さに驚かさ
れるばかりです。私も還暦を迎えました。登録が
29歳だったので31年間制度にお世話になってい
ることになります。これからも末永くお付き合い
をお願いします。

（加藤）
◆�社会事業部理事に就任をして２年が過ぎ、会報発
行に携わるのは今号が最後になりました。この２
年はコロナの影響で、数多くある行事や事業が中
止になり、記事を集めるのが大変でした。掲載す
る記事が少ないので会報も薄かったなぁ～。いろ
んなことが思い出されます。貴重な経験をさせて
いただきました。ありがとうございます。

（彦坂）
◆�長いようで短かった理事も２年間を終えようとし
ています。会報誌を２年間担当させていただいた

ことが、私の理事活動のほぼ全てだと思います。
たくさんの先生方にご寄稿やご協力いただき、何
とかやれたのかなと思います。本当にありがとう
ございました。
　�　また、相澤副会長、中島部長を中心とした良き
先輩方と一緒に社会事業部を担当させていただけ
たこと、本当に感謝しています。皆さま、ありが
とうございました。

（玉置）
◆�令和3年度からの１期２年間、社会事業部でお世
話になりました。大阪会の会報誌についても、ど
のような過程を経て冊子として送り出されるの
か、お役目をいただくまで全く知りませんでした。
私の印象としては、良い意味での手作り感、ぬく
もりにあふれています。どのような記事構成とす
るかの構成会議、執筆者への依頼、写真撮影、校
正作業など、バトンが何度も引き継がれて冊子と
なります。私も過去に掲載していただいたときは
うれしく、今も記憶に残っています。ひとりでも
会員の心に残る冊子となっていたなら幸いです。
本当にありがとうございました。

（田中）
◆長いようで短い２年間でした。
　�　このたび初めて本会理事を務めてみて分かった
ことなのですが、外から見ている景色と、内に入っ
て見る景色には大きな違いがあるのだなと。もし
かすると、それはただの気持ちの持ちようなのか
もしれませんけれども。
　�　時代のせいだといってしまえば、それまでなの
かもしれませんが、現在、歯止めのかからない会
員数の減少と、会館の老朽化への対策はもう待っ
た無しどころの話ではありません。
　�　しかしながら、この事実を何人の会員が知って
おり、そしてそれを自分事として受け止められて
いるのでしょうか。
　�　もちろん、それを知ったからといって何かが変
わるわけではありませんが、会員一人一人が、な
んとかしなければ！という危機感を持ち、なんら
かの行動を取るということがとても大切なことな
のではないかと改めて感じました。な～んてこと
を言いながらも、１期２年で理事を去っていく私
ではあるのですが…。
　�　最後になりましたが、この２年間、拙い理事で
あったため、大変多くの方々にお世話になり助け
ていただきました。お世話になりましたすべての
皆さまに感謝いたします。

（小林）
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▽�中島�隆子さん（堺支部�中島�純一・令室、
　令和4年12月18日没、85歳）
▽松原�富士子さん（大阪城支部�松原�正彦・母堂、
　令和4年12月20日没、86歳）
▽北川�豊氏（北河内支部�北川�貞司・尊父、
　令和５年３月14日没、87歳）
▽西谷�美於了さん（北摂支部�西谷�俊治・母堂、
　令和5年3月26日没、82歳）
▽雪本�源氏（泉州支部�雪本�栄・尊父、
　令和５年３月29日没、94歳）
▽細川�修身氏（北摂支部�細川�隆弘・尊父、
　令和５年5月28日没、81歳）

　①　電話で職員の在館を確認した上で、従来通
　　り会館にＦＡＸで連絡する。
　②　これを受けた職員は、所定の範囲の役員等
　　にＦＡＸで連絡する。

訃報の対応について
　事務局職員が在館する場合

　■�発行所　大阪土地家屋調査士会
　■�〒 540-0023　大阪市中央区北新町３番５号
　■�電　話　06(6942)3330（代）
　■�ＦＡＸ　06(6941)8070
　■��E －mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■�ホームページ：https://www.chosashi-osaka.jp

支　部　別　会　員　数（R５・６・１現在）
○内数字は法人会員数

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 154⑳ 0 北河内 73② -2
中央 121⑤ 2 北　摂 141⑧ -2
大阪城 130⑰ -1 堺 151③ 1
中河内 99⓪ -1 泉　州 75⓪ 0

合　計 944◦ -3

法人会員数　55法人（+1）
※増減は前回R５年３月１日比

55

　本会社会事業部員　

　田　中　秀　典　　　　　�奥　田　祐　次
　玉　置　直　矢　　　　　�古　屋　禎　孝
　長　田　育　紀　　　　　�中　谷　大　知
　酒　井　　　健
　（社会事業部担当副会長）　山　脇　優　子

　支部社会事業（広報）担当責任者　

　　北　　塚田　　徹　　中　央　岡本　吉雄
　大阪城　柳澤　尚史　　中河内　田邉　博和
　北河内　大津　拓馬　　北　摂　辻　　大介
　　堺　　杉田　育香　　泉　州　塩田　征司　
　　　　　（事務局）寺田　秀美

北河内支部に在籍されていた雨森�貫一�元会員が
名誉会員になられました。
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